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今後の耳鼻咽喉科学校健診の在り方について Part 
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日耳鼻学校保健委員会委員 足立 昌彦

～ ワークショップ
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臨床耳鼻科医会学校保健委員会委員 大島 清史

休 憩

～ 研 修 会 座長 川嵜 良明

領域講習

「難聴児の聴覚補償と難聴児教育について」
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《来 賓》

日本医師会常任理事 渡 辺 弘 司

日本学校保健会専務理事 弓 倉 整

文部科学省初等中等教育局

健康教育・食育課長
南 野 圭 史

《講 師》

九州大学大学院医学研究院

耳鼻咽喉科学教室
中 川 尚 志

《日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会学校保健委員会》

理事 川 嵜 良 明

委員長 坂 哲 郎

委員 足 立 昌 彦

熊 谷 重 城

島 田 亜 紀

長 尾 哲 兵

仲 野 敦 子

《日本臨床耳鼻咽喉科医会学校保健委員会》

医療対策担当 副会長 野 上 兼一郎

理事 朝比奈 紀 彦

副理事 阿 部 博 章

委員 大 島 清 史

宮 部 聡

矢 武 克 之
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挨 拶

日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 理事長 村 上 信 五

皆さんこんにちは。村上です。

今年の代表者会議は現地と web のハイブリッド開催になりましたが、久し振りに多くの先生方に東京に

ご参集いただきありがとうございます。

この代表者会議は、一昨年から日耳鼻と臨床耳鼻科医会が合同で開催しておりますが、毎年、日本医師

会、日本学校保健会、文部科学省から来賓をお招きしております。本日は日本医師会からは常任理事の渡辺

弘司先生、日本学校保健会からは専務理事の弓倉整先生、文部科学省からは初等中等教育局健康教育・食育

課長の南野圭史先生にお越しいただいております。渡辺先生、弓倉先生には昨年もお越しいただきました

が、本日ご来賓の先生方には日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会を代表して御礼申し上げます。

さて、この年間のコロナ禍において委員の先生方には「重点的健康診断の在り方」や「健康教育推進強

化」のアンケート調査などを実施していただきありがとうございました。また、今回も足立先生、朝比奈先

生に「今後の耳鼻咽喉科学校健診の在り方 Part II」というアンケート調整を実施していただきました。膨

大なアンケート調査内容を拝見しましたが、学校健診のあり方について幾つか課題はあるものの、先生方が

耳鼻咽喉科医として学校健診の必要性を認識し、やり甲斐と誇りを持って耳鼻咽喉科学校健診を実施されて

いることが良く理解できました。

これからも、より良い学校健診を求めて、本日の全国代表者会議が実りある会になりますよう、よろしく

お願いいたします。
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来 賓 挨 拶

日本医師会常任理事 渡 辺 弘 司

令和年度日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会・日本臨床耳鼻咽喉科医会「学校保健全国代表者会議ならびに

学校保健研修会」の開催にあたり、日本医師会の学校保健担当役員として一言ご挨拶申しあげます。

本日ご参集の先生方におかれましては、日頃、耳鼻咽喉科領域を中心に各地域や学校現場において学校保

健活動の推進にご尽力いただき、誠に有難うございます。

また、日本臨床耳鼻咽喉科医会からは、理事である朝比奈紀彦先生が今期の日本医師会学校保健委員会の

委員として参画していただいておりますこと、感謝申しあげます。

本会学校保健委員会の今期の会長諮問は、「地域に根差した医師の活動である学校医活動を推進させるた

めの具体的な方策は何か」であります。

自院での診療に加えて、地域保健・公衆衛生活動である学校保健活動に対応いただくことで、子どものう

ちに生活習慣や身体的・精神的発達の基礎が形成されることにつながります。人生年時代と言われる

今、ライフステージ初期に健康の基礎を獲得することは大変に重要であります。

現在、長引くコロナ禍により、児童生徒たちの運動不足による運動器の問題、スクリーンタイムの増加に

よる近視や睡眠不足の問題、いじめ・不登校・自殺等の問題、家庭環境の問題、その他多くの複雑な問題や

課題が生まれています。このような新たな課題、深刻化した課題を解決し、子どもたちの健康を守るために

は、学校医の関わりが欠かせません。

一方、学校保健活動の推進に関する課題の一つに学校健診があります。地域によっては学校医が充足して

おらず、今後、どのように健診を行えば児童生徒の健康管理に寄与するかということです。これに関して

は、貴会の皆さまと定期的に意見交換する場を設け、解決への糸口を見つけたいと考えております。ご理解

のほどよろしくお願いいたします。

また、本日は「今後の耳鼻咽喉科学校健診の在り方について」のご協議、「実技『音声言語検診法』の実

際」のワークショップ、「領域講習『難聴児の聴覚補償と難聴児教育について』」の研修があるとうかがって

おります。

学校健診の在り方についてご協議いただくことは大変重要であり、結果については、是非、本会にもご教

示いただければありがたいです。また、難聴児への教育は前期の本会学校保健委員会答申でも取り上げてい

ただいており、誰一人取り残さない社会の構築に寄与すると思います。

本会といたしましては、皆様との連携をこれまで以上に強化しながら、学校保健の向上に向けて邁進して

まいりたいと存じます。今後とも、耳鼻咽喉科学校医、専門医として貴会のご協力を賜りますよう、よろし

くお願い申し上げます。

結びとなりますが、本会議の開催にあたりご尽力いただきました、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 村上

信五理事長、日本臨床耳鼻咽喉科医会 福與 和正会長をはじめ関係者の皆様に心より敬意を表しますととも

に、本会議ならびに研修会の成果が、今後の我が国の学校保健の向上と推進に大きく反映されますことを心

より祈念して、挨拶とさせていただきます。

日本学校保健会専務理事 弓 倉 整

「令和年度日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会・日本臨床耳鼻咽喉科医会学校保健全国代表者会議ならびに

学校保健研修会」が開催されるに当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。本日ご参加の皆様には、日頃、

学校医として学校保健推進に熱心にお取り組みいただいておりますことに、心から感謝申し上げます。

今年度、貴学会の学校保健委員会では、昨年度に引き続き、「今後の耳鼻咽喉科学校健診の在り方」に関

するアンケート調査を実施されました。今年度は、昨年度のアンケート調査から浮かび上がった耳鼻咽喉科
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学校健診の問題点を掘り下げ、本代表者会議において協議が行われますことに感謝申し上げます。また、多

くの耳鼻咽喉科学校医の皆様が健康教育の重要性を認識され、様々な課題を抱えてご苦労いただいている状

況を拝察し、改めて貴会のご努力に心から敬意を表します。

近年、社会環境や生活環境の急激な変化が子供たちの心身の健康に大きな影響を与え、様々な教育課題が

生じております。新型コロナウイルス感染症に対応した学校の教育活動も年目となり、「学校の新しい生

活様式」における課題は引き続き対応すべきものとなっております。これらの課題を解決するためには、学

校と医療専門家との組織的連携が極めて重要であり、耳鼻咽喉科学校医の役割は益々重要になってきており

ます。

今後とも、学校保健、健康教育の推進にご尽力くださいますようお願い申し上げます。

本会は、文部科学省の指導、協力の下、様々な学校保健の事業を推進しております。本年度は、新規事業

としてアレルギー疾患の調査や「学校における医薬品管理マニュアル」の改訂、また、地域の感染症リアル

タイムサーベイランスである本会が運営する「学校等欠席者・感染症情報システム」の普及・充実を図って

おります。学校医の皆様におかれましても感染症対策として、本システムのさらなる利活用をお願い致しま

す。今後も学校医の皆様には、引き続きご支援とご協力を賜りますようお願いたします。

結びに、本研修会の開催に当たり、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会・日本臨床耳鼻咽喉科医会各位に敬意

を表し、重ねて感謝申し上げますとともに、本研修会の盛会を祈念し、挨拶いたします。

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長 南 野 圭 史

令和年度、学校保健全国代表者会議ならびに学校保健研修会の開催にあたり、一言挨拶を申し上げます。

まず、本日お集りの皆様には、日頃から学校保健の充実のため御尽力いただいておりますことに、厚く御

礼申し上げます。

近年の社会環境や生活様式の急激な変化、更には新型コロナウイルス感染症への対応の長期化等により、

児童生徒の心身への影響が不安視されているところです。

こうした児童生徒の心身の健康課題に対しては、学校において、学校医の皆様をはじめ、地域の医療機関

等と連携して児童生徒の健康の保持増進に取り組むなど、学校保健に関する課題解決に向けた体制づくりに

努めているところです。

そのような中、特に耳鼻咽喉科におかれては、複数校の学校医を兼務し、児童生徒の健康に御尽力いただ

いているものと承知しており、まずはこの場をお借りして心より御礼申し上げます。

他方で、健康診断の実施に当たっては、健診の時期や方法などの課題も生じているものと認識しておりま

す。文部科学省としましても皆様方と連携を図りながら課題解決に向けて取り組んでまいります。

加えて、学校医の確保に当たっては、第次医療計画の見直しに向けた検討の中で、学校医の確保の問題

が取り上げられているものと承知しており、厚生労働省とも連携を図りながら、更なる検討が深まるよう取

り組んでまいります。

結びに、本日の会議及び研修会の御成功と日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会、日本臨床耳鼻咽喉科医会をは

じめとする関係の皆様方の今後のさらなる御発展・御活躍をお祈り申し上げ、挨拶とさせていただきます。
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委 員 会 報 告

. 令和年度日耳鼻・臨床耳鼻科医会学校保健委員会活動報告
および令和年度事業計画（案）

委員長 坂 哲 郎

【令和年度活動報告】

本委員会は、会員の学校保健活動の向上と発展を図り、児童・生徒の健康増進に資するために次の事業を

行った。

. 委員会の開催

令和年度回、日耳鼻・臨床耳鼻科医会の委員会を開催した。

. 日本医師会の学校保健委員会事業に参加した。

. 日本学校保健会の学校保健関連事業に参加した。

. 令和年度「耳鼻咽喉科学校保健の動向」を刊行した。

. 「今後の耳鼻咽喉科学校健診の在り方について Part 」に関するアンケート調査を行った。

. ヘッドホン・イヤホン難聴対策 WG と連携して、児童・生徒に対する啓発活動の検討を行った。

. 令和年度日耳鼻・臨床耳鼻科医会 学校保健全国代表者会議ならびに学校保健研修会を令和年月

日（日）に TKP ガーデンシティ PREMIUM 品川会場および Web 参加によるハイブリッド方式に

より開催した。

協 議

今後の耳鼻咽喉科学校健診の在り方について Part 

臨床耳鼻科医会学校保健担当理事朝比奈 紀彦

日耳鼻学校保健委員会委員足立 昌彦

ワークショップ

実技「音声言語検診法」の実際 日耳鼻学校保健委員会委員足立 昌彦

臨床耳鼻科医会学校保健委員会委員大島 清史

研修会

領域講習「難聴児の聴覚補償と難聴児教育について」

九州大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科学教室中川 尚志教授

【令和年度事業計画（案）】

．調査および研究事業

. ヘッドホン・イヤホン難聴対策 WG と連携し、児童生徒等に啓発活動を行う。

. 耳鼻咽喉科健康教育の在り方を引き続き検討する。

．研究会および学術講演会等事業

. 学校保健全国代表者会議ならびに学校保健研修会を開催する。

. 耳鼻咽喉科学校医の研修会を推進する。

．社会保障に関する耳鼻咽喉科学的研究調査事業

. 日本学校保健会の学校保健関連事業に参加する。

. 日本医師会学校保健事業に参加する。
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. 耳鼻咽喉科定期健康診断を通じ、児童生徒の健康保持増進のために健康状態・疾病構造の把握に

努める。

. 通常学校におけるコミュニケーション障害児への対応に努める。

. 耳鼻咽喉科学校医としての合理的配慮の普及に努める。

. 特別支援教育への協力に努める。

. 学校現場における耳鼻咽喉科疾患の救急対応方法の普及に努める。

. 耳鼻咽喉科学校医活動の強化と学校医未配置校の解消に努める。

. 日本医師会学校保健委員会並びに日本学校保健会報告

臨床耳鼻科医会学校保健担当理事 朝比奈 紀 彦

日本医師会学校保健委員会報告

日耳鼻・臨床耳鼻科医会学校保健委員会から、朝比奈紀彦臨床耳鼻科医会学校保健担当理事が参加してい

る。令和・年度の年間で、新たな会長諮問に取り組み、年後に厚生労働大臣などに答申を提出する

予定である。また、本委員会にはほぼ毎回文部科学省担当官がオブザーバーとして参加するため、文部科学

省との連携を図れる場となっている。

令和年月、令和・年度の会長諮問「学校における保健管理の在り方の検討―after コロナを見据

えた児童生徒等に対する健康教育促進―」に対する答申を取りまとめた。日本医師会ホームページ「メンバ

ーズルーム」にて閲覧できる。

令和・年度は会長諮問「地域に根差した医師の活動である学校医活動を推進させるための具体的な方

策は何か」を受け、協議と検討を重ねている。諮問を検討するにあたり、学校保健を取り巻く大きな環境

変化の中で学校医の業務のあり方を見直し、学校医を支援する医療界と教育界の連携を図ることに視点を置

いている。

日本学校保健会報告

日耳鼻・臨床耳鼻科医会学校保健委員会からは理事名、評議員名が選出されている。野上兼一郎臨床

耳鼻科医会医療対策担当副会長が理事を、朝比奈紀彦臨床耳鼻科医会学校保健担当理事が評議員を担当して

いる。学校保健の普及に関する事業として、「令和年度 学校保健の動向」において日耳鼻・臨床耳鼻科

医会学校保健委員会の活動の報告を行った。

また日本学校保健会は、日本医師会、薬剤師会、学校歯科医会、小・中・高等学校校長会、保健主事会、

養護教諭連絡協議会、学校栄養士協議会、PTA 全国協議会のそれぞれ代表が一堂に会し、交流する機会が

得られる貴重な場となっている。
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. 第回日本医師会全国学校保健・学校医大会報告

委員長 坂 哲 郎

令和年月日（土）に岩手県医師会担当で開催された。今回は Web と現地開催の併用でのハイブリッ

ド形式で行われた。第分科会「耳鼻咽喉科」の演題の要旨について報告する

座長 岩手県耳鼻咽喉科医会会長 河嶋 寛

岩手県医師会学校医部会副部会長 齋藤 達雄

. 学齢期難聴児の耳鼻咽喉科疾患と聴覚補償について～京都市立小中学校聴覚特別支援学級聴覚検診結果

より～

京都府医師会 兵庫 美砂子

京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室では、年から京都市教育委員会と連携して市立固定

性聴覚特別支援学級（以下難聴学級）小中学生に対して定期耳鼻咽喉科学校健診とは別に聴覚検診を実施し

ている。今回はその結果の中でも「聴覚保障に関わる指導項目」について、現状、問題点および今後の課題

を検討したので報告した。

対象は～年に聴覚検診を受けた難聴学級在籍児のべ人耳。

結果）在籍人数は年ごろをピークに徐々に減少、結果）聴覚保償に関する指導項目としては、補

聴器については要修理.、要再調整.、要装用指導.、要買い替え.、イヤモールド

不適切.等があり、人工内耳については要再マッピング.、無線式補聴援助装置導入勧奨.

等があった。）個別指導としては、補聴器に関して、同胞のものを使用、貸出機を年間未返却、等の

ケースについて指導を行った。

これらの指導を要する例を発見し、医療と教育が連携して児や保護者に対する指導や啓発をきめ細かく行

うことで難聴児の聴覚環境向上が期待されるため、本検診は大変意義深いと考えている。

. 福岡県久留米市における養護教諭を対象とした耳鼻咽喉科健診に関するアンケート結果について

福岡県医師会 矢武 克之

疾病構造の変化とともに、耳鼻咽喉科学校健診も時代に即したものであるか否かの問いかけを行うことは

必要と考え、福岡県久留米市内の公立小中学校に勤務する養護教諭を対象に、耳鼻咽喉科健診の現状と今後

の在り方についてアンケートを実施した。

結果. 耳鼻咽喉科健診の形式について半数近くが重点もしくは抽出健診が望ましいという意見であっ

た。. 学校医との連携に関して「現状で良い」という回答がであった。健診後の受診勧告に関し

て約の養護教諭が何らかの受診勧告をしているが、受診してもすでに症状が軽快もしくは通院中のケ

ースであれば、学校医に保護者が苦情を言うケースもあり、学校側も強く勧告できないという現状がある。

特に重点的に健診してほしい症状難聴および音声言語異常。特に言語検診をもっと行ってほしいとい

う希望があった。日耳鼻学校保健委員会の調査では学校医の言語検診の実施率はにとどまっており、学

校医はもっと現場のニーズに応えるべきと考える。

. 無電源型環境音調整耳栓を使用した際の実耳音響特性の検討～聴覚過敏児に対する適応の可能性～

大阪府医師会 西村 将人

無電源型環境音調整耳栓（以下「Knops」）が聴覚過敏症状の症状緩和に繋がるかを検討するために、ま

ず健常耳に対しこれを装用し、鼓膜面上の音圧を段階あるダイヤルごとに測定し、周波数別減衰量を検

討した。

結果は各ダイアルで中低音域の減衰が段階的に見られ、高音域ではおおむね保たれていることが確認でき
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た。平均減衰量をまとめたところ、低音域の減衰を段階的に調整できることが確認できた。

聴覚過敏が重症化するとイヤーマフを頻繁に使用する症例が見られる。Knops は低周波数帯を中心に音

圧を下げることで騒音を場面に応じて抑制し、かつ会話音聴取は期待できることから、イヤーマフに代わ

る、もしくはイヤーマフからの離脱訓練に有用である可能性が考えられた。

. 学校健診（小）で発見された軽中等度難聴児例の経過と秋田県内の難聴児教育支援体制の紹介

秋田県医師会 中澤 操

新生児スクリーニングをパスし、小学校年生時の学校健診の聴覚検査で初めて難聴を疑われ、低中音域

難聴の診断に至った症例を紹介した。この児に対し直ちに補聴や教育支援を開始した結果、小学年終了時

には読書力テストは偏差値、中の学期レベルに達するようになった。補聴器で聴覚的情報が保障さ

れたこと、家庭での語彙拡充の取り組み、定期的な聴覚支援学校通級指導とその内容を連絡票で家庭と在籍

小学校と聴覚支援学校が常に情報共有できたこと、などが伸びの要因と考えられた。

秋田県では、通常校に一人でも難聴児がいれば保護者の希望により難聴支援学級が開設される状況になっ

ている。また難聴児に対する支援体制として県内で行われているさまざまの取り組み、例えば、聴覚支援学

校からの出前授業「難聴理解学習」や「一側性難聴児の集い」、「秋田県聴覚障碍者に関わる連絡協議会」な

どを紹介した。

. 難聴児の学校教育上での支援に対する啓発の必要性の検討

岡山県医師会 片岡 祐子

演者らは、学校教育現場において補聴機器装用下でも聴取に問題がある難聴児に対して、「情報バリアフ

リー」の状況が提供されていない現状を憂慮して、「難聴を持つ小・中・高校生の学校生活で大切なこと

先生編」を作成した。今回はその冊子の活用と理解度や各教師が現場でおこなっている支援や配慮の状況を

把握する目的で、オンライン調査をおこなった。

【対象・方法】難聴児教育担当教師名に対し、Google フォームを用いて調査した。

【結果】回答者は難聴児教育経験が年以上の教師が多かった。.が参考にしづらい点はないとした

が、.が冊子を読むまでに知らなかった内容はないとした。今後の要望として、児童生徒編や小中高以

外の教育機関向けの作成を求める意見があった。支援の状況として、情報保障については、透明マスク、補

聴援助機器、ICT 教材での視覚情報活用を用いているとした回答が多かった。難聴児の対応で困ることと

しては、ディスカッションやグループ学習が.と多く、次いで音楽や英語の指導が挙げられていた。ア

イデンティティ形成に対しての取り組みとしては障害受容のサポートを選択したのが.、自立準備が

.であった。

【考案】インクルーシブ教育のみでは合理的配慮に限界がある難聴児が直面する種々の課題に対して、言

語聴覚士や聴覚支援学校教師等とも連携をとり、通学校で効果的に理解・支援を進められるような情報発

信、提供をしていくことが望まれていると考えられた。

. 聴覚障害を対象としない特別支援学校に在籍する難聴症例

神奈川県医師会 寺崎 雅子

ともに歳児健診で難聴の指摘無く、小中学校は支援学級（知的級）に在籍し、療育手帳はを保持。

特別支援学校高等部に入学後、中軽度の難聴の存在が判明し、軽度・中等度難聴児補聴器購入制度を利用

し、耳穴式補聴器が装用可能となった症例を紹介した。

【症例】歳で難聴を指摘されていたが、就労に向けての準備が始まった歳時点で初めて教員によっ

て適切な指導を受けることになった。【症例】特別支援学校高等部に入学まで姉のみが難聴を指摘してい

たが、発達障害の範疇と考えられていた。

症例とも小学校までは難聴がなく、支援級に在籍していたため日常生活に困難がなく、経過観察になっ

たと考えられる。
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【考察】支援級や特別支援学校には、在籍理由となる本来の障害のほかに、気づかれない難聴者が少なか

らず混在している可能性がある。教員はこのような可能性を考慮して生徒に関わることが望ましく、関わる

耳鼻咽喉科医も丁寧な問診や検査、その後の経過観察や適切な情報保障を考慮すべきである。またこのよう

な生徒は身体障害者手帳を所持していないため、今後の補聴器購入には福祉面や補聴器販売店の配慮等が必

要と考えられた。

. 聴覚支援学校における耳鼻咽喉科健康相談の現状と変化

徳島県医師会 島田 亜紀

徳島聴覚支援学校は県内唯一の聴覚支援学校であり徳島県の難聴児教育の拠点である。演者らはそこで校

医をしており年から年回相談事業を行っている。今回は年から年間に行った相談事業の現状を

報告し、年からの年間のそれと比較した。

【対象及び方法】児本人、保護者、担任教師、養護教諭同席で、一人当たり～分、医学的問題に限ら

ず当事者が希望するすべての事項について相談を受け、今後の方針について検討した。その内容を年、

年からそれぞれ年間で比較した。

【結果】相談件数が増加したもの◯教育的問題で通常学校へのインテグレーションについて◯前庭水管

拡大児への聴力検査の頻度や運動制限等の対応について。新たな内容両側人工内耳に関する相談、重複障

害児の摂食・嚥下に関する相談、発達障害が疑われる児の検査や療育についての相談等。

【考察・結論】個別に十分な時間をとって健康相談を行うことで、病院の診察室では十分知り得ない学校

での児の様子を把握することができるようになり、必要な医学的介入の提案や、保護者と担当教諭と共通認

識を持って問題の解決を図ることが可能となった。

. 小児におけるダニ舌下免疫療法 副反応発現と治療効果について

岩手県医師会 千葉 隆史

アレルゲン免疫療法はダニのアレルギー性鼻炎の根治を可能にする現在のところ唯一の治療方法である。

演者は自院で行っているダニ舌下免疫療法について検討を行った。対象は年からミティキュアダニ舌下

錠を用いて治療を開始した名のうち歳以下の症例例。【アドヒアランス】以上の服薬率は.

であった。【治療効果】抗ヒスタミン薬を、服用せずに済むようになった、服用量が減った、マイルドな

タイプに変更できるようになった例のトータルがであった。【症状改善度】ヶ月以上治療を行った例

で著効、有効、不変であった。【副作用】出現率は.、多くが治療開始から週間までの

初期に生じていた。最も多い症状は口腔内の掻痒・違和感であった。

ダニなど通年生のアレルギーは絶えずアレルギー抗原に暴露されるので、症状が持続し治療効果を自覚し

にくいと分析されているが、自覚症状の改善度は良好であった。

. 当院における小児鼻腔異物症例の検討

岩手県医師会 堀 亨

演者らは年月～年月までに自院で経験した小児鼻腔異物症例例について検討を加えた。平

均年齢は.歳、中央値は歳。患側は全て片側、右、左であった。男女差はなかった。受診の契

機になったものとしては、異物挿入の申告ありが全体ので、持続する片側性の鼻汁（水様性、膿性）が

計あった。全て受診当日に外来にて異物摘出を行なっているが、多くは挿入数日以内の摘出となってい

た。異物の種類は多岐にわたり、多くは～mm のものであった。組織損傷が生じるため早急な摘出が望

まれるボタン型電池異物は件であった。そのうちの例の経過を詳細に報告した。

鼻腔異物は申告がないと気づかれないこともある。持続する片側性の水様性鼻汁、鼻閉、膿性鼻漏、鼻出

血、悪臭などを認めた場合は、鼻腔異物を考慮し鼻内を確認することが推奨される。特に鼻腔異物がボタン

型電池の場合は組織損傷が生じるため、早急な摘出が必要となる。今後も家族への啓発を広めていくことが

大切である。
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協 議

今後の耳鼻咽喉科学校健診の在り方について Part 

司会 臨床耳鼻科医会学校保健担当理事 朝比奈 紀彦
日耳鼻学校保健委員会委員 足立 昌彦

. 協議の趣旨

. 日耳鼻・臨床耳鼻科医会会員へのアンケート調査

) アンケートの方法と調査結果

) 小括

) アンケートの協議

◯疾患（所見）名について

・削除を検討した方がよい疾患（所見）名

・追加を検討した方がよい疾患（所見）名

◯耳鼻咽喉科学校健診は必要か

・学校健診の目的

・耳鼻咽喉科学校健診の専門性について

◯耳鼻咽喉科学校医としての「やりがい」を見いだすために

・学校医であることの重要性

・学校医として、どのように関わるべきか

) 質疑応答

. 総括

. 協議の趣旨

昨年度、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会・日本臨床耳鼻咽喉科医会の全会員を対象に「今後の耳鼻咽喉科

学校健診の在り方について～学校健診の現状について～」のアンケート調査を行い、その結果について令和

年度日耳鼻・臨床耳鼻科医会学校保健全国代表者会議（令和年月日開催）において協議した。

学校健診の役割は、児童生徒が学校生活を送るに当たり支障があるかどうかをスクリーニングし、健康状

態を把握することにある。したがって学校健診では学校生活に支障をきたし早期の治療が必要な場合のみ

「疾患（所見）あり」として通知することが理にかなっており、決して疾病のある児童生徒を全員抽出する

ことではない、ということを念頭に入れて学校健診に臨む必要がある。また疾患（所見）の普遍化・平均化

のためには判定基準は絶対に必要であり、学校医・健診医は判定基準に則って疾患（所見）の有無をスクリ

ーニングしなければならないことを協議の中で改めて周知した。

アンケート調査結果から「要受診・要治療」と通知する基準に個人差・地域差があることが判り、昨年度

の協議では「アレルギー性鼻炎」と「耳垢栓塞」について判定基準と結果通知に関する留意事項を提言した。

また耳鼻咽喉科は聴覚と並んでコミュニケーションの基本となる音声言語に関わる領域を専門分野としてい

るが、未だに学校健診での音声言語検診実施率が低いことを踏まえ、「簡便」で「短時間」に行える言語検

診法について紹介した。

今年度は、現状の耳鼻咽喉科学校健診の問題点をさらに掘り下げ、個々の学校医がどのような認識を持っ

て学校健診を行っているか、また耳鼻咽喉科学校健診の必要性・重要性についてどのように考えているかア

ンケート調査を行った。これからアンケート調査結果を報告するとともに、耳鼻咽喉科学校健診のあるべき

姿と今後の方向性について、さらに「学校医」としての立場からやるべきこと・自覚すべきことについて協

議する。
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. 日耳鼻・臨床耳鼻科医会会員へのアンケート調査

) アンケートの方法と調査結果

目 的昨年度に引き続いて、今後の耳鼻咽喉科学校健診の在り方について検討する

対 象日耳鼻会員 及び 臨床耳鼻科医会会員

調査方法アンケート内容をメールで下記に送付し、会員への周知をお願いした。

日耳鼻会員地方部会会長及び地方部会学校保健委員長

臨床耳鼻科医会会員都道府県医会会長

また、日耳鼻・臨床耳鼻科医会のホームページにも公示した。

アンケートはグーグルフォームを使用し、WEB 上による無記名方式の回答とした。

実施期間年月日～月日

回 答 数,件（令和年度アンケート,件）

参考 日耳鼻正会員数 ,人（年月）

臨床耳鼻科医会 会員 ,人 会員 ,人 計,人（年月）

令和年月

日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会・日本臨床耳鼻咽喉科医会

会員各位

一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

理 事 長 村上 信五

学校保健担当理事 川嵜 良明

学校保健委員会委員長 坂 哲郎

一般社団法人日本臨床耳鼻咽喉科医会

会長 福與 和正

医療対策担当副会長 野上 兼一郎

学校保健担当理事 朝比奈 紀彦

「今後の耳鼻咽喉科学校健診の在り方について Part 」

に関するアンケート調査のお願い

昨年度、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会・日本臨床耳鼻咽喉科医会の全会員を対象に「今後の耳鼻咽

喉科学校健診の在り方について ～学校健診の現状について～」のアンケート調査を行い、その結果を

令和年度日耳鼻・臨床耳鼻科医会学校保健全国代表者会議（令和年月日開催）において協議し

ました。協議内容については、日耳鼻および臨床耳鼻科医会ホームページ「令和年月 耳鼻咽喉科

学校保健の動向」から閲覧できます。

今年度は、昨年度のアンケート調査から浮かび上がった耳鼻咽喉科学校健診の問題点を掘り下げ、学

校健診の業務、現状の学校健診の問題点、学校医と学校健診の必要性、今後の学校健診と学校医の在り

方等の課題についてアンケート調査を行い、今後の活動の参考にさせていただきたいと考えておりま

す。昭和・平成時代の学校医と健診方法から脱却して、令和時代の新しい学校医と学校健診の在り方を

模索するアンケートになることを目標としております。今年度も学校医または健診医（検診医）として

耳鼻咽喉科学校健診を担当されている先生方がアンケートの対象です。

アンケート調査結果については、令和年度日耳鼻・臨床耳鼻科医会学校保健全国代表者会議（令和

年月日（日）開催予定）において協議する予定です。つきましては下記の Google フォームから

回答に協力していただきますようお願いいたします。回答時間は～分程度、締切は令和年月

日（水）です。なおご不明な点がございましたら、日耳鼻事務局 増田にお問合せください。
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 基本情報

◯ 所属する地方部会名をお選びください。

◯ 先生の勤務形態は

) 病院・大学病院の勤務医

) 開業医

) 開業医に勤務

) その他

◯ 主にどのような立場で学校健診に携わっておられますか。

) 学校医

) 健康診断のみを行う健診医（検診医）

◯ 年齢は

) ～歳

) ～歳

) ～歳

) ～歳

) ～歳

) 歳以上

◯ 学校健診を担当されてから、何年ぐらいになりますか

) ～年

) ～年

) ～年

) ～年

) ～年

) ～年

) ～年

) ～年

) 年以上

◯ 学校健診を担当している公立小・中学校について

) 遠方（片道時間以上）や僻地・離島の学校健診を現在担当している

) 遠方（片道時間以上）や僻地・離島の学校健診を過去に担当したことがある

) 学校健診は概ね近隣の学校（片道時間以内）のみ担当している

) その他（ ）

◯ 学校健診の対象となる児童生徒数について

) 学年人以下の学校を現在担当している

) 学年人以下の学校を過去に担当したことがある

) 学年人以下の学校は担当したことがない

) その他（ ）
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 学校健診の業務について

◯ 学校健診の業務にやりがいを感じていますか

) 感じている

) 感じていない

) どちらともいえない

◯ ◯の設問で「感じている」と答えた先生に質問します。

やりがいをどのような時に感じますか（複数回答可）

□疾病の早期発見から治療に結びつけられた時

□児童生徒と直接かかわりがもてる時

□児童生徒、保護者、教職員から感謝のことばをもらった時

□児童生徒、保護者、教職員に耳鼻咽喉科疾患の理解を深められる時

□学校健診時に健康教育（健康相談・保健指導）ができる時

□自院の患者が増加した時

□その他

◯ 学校健診の当日に、学校に出向きたくないと思ったことがありますか

) ある

) ない

◯ ◯の設問で「ある」とお答えの先生にお尋ねします。

その理由は（複数回答可）

□日常業務が忙しくて時間がないから

□体力的にきついから

□健診そのものに意義を感じにくいから

□健診に帯同するスタッフを確保できないから

□健診に要する時間や体力のわりに報酬が少ない

□新型コロナウイルスの感染リスクがあるため

□その他（ ）

◯ ◯の設問で「ある」とお答えの先生にお尋ねします。

それでも健診に出向く理由は（複数回答可）

□学校健診が法律で定められているから

□学校健診をすることが耳鼻咽喉科学校医の義務であると思っているから

□学校医を委嘱されているから

□報酬が得られるから

□その他（ ）

 現状の耳鼻咽喉科学校健診の問題点について

◯ 現在の耳鼻咽喉科学校健診の在り方について問題があると思いますか

) 問題はない

) 問題があると思う

) その他
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◯ ◯の設問で「問題があると思う」とお答えの先生にお尋ねします。

どのような点に改善すべき問題があると思いますか（複数回答可）

□対象児童生徒数が多すぎて、きちんとした健診ができないなどの健診人数

□現行一人一人の視診中心の健診方法

□疾患が健診のみでは十分に判定できない対象疾患

□健診を行う医師によりばらつきある、疾患（所見）名の判定基準

□健診後の受診勧奨者において未受診率が高い事後措置

□毎年月日までに健診を終えないといけない健診時期

□健診に必要な備品、人員の整備等

□その他

◯ ◯の設問で「問題があると思う」とお答えの先生にお尋ねします。

改良したらいい点など具体策がありましたら記入してください。

例）いびき、睡眠時無呼吸のように健診の疾患（所見）名がつけにくいものは、学校医の診療所に受

診できるシステムの構築

記述 （ ）

◯ いわゆる「重点的健康診断」（健診の必要性が高い学年に精度の高い健診を行う）について、どう考え

ますか（複数回答可）

□学校医不足や地域偏在に対応できる

□学校健診の精度が上がる

□学校健診の効率化が図れる

□時間的・体力的負担を減らすことができる

□学校保健安全法に背いており、問題である

□有所見者を見逃す可能性がある

□平等な保健指導・事後措置ができない

□その他

◯ 耳鼻咽喉科学校健診において実際に健診を行う児童生徒についてどうお考えですか

) 現行の法律通り、全学年全員の健診を行うのがよい

) 法律の改正なしに、所轄教育委員会と協議の上健診を行う学年を絞るのがよい

) 法律の改正が必要であるが、学年を絞って健診を行う重点的健康診断を行うのがよい

) 法律の改正が必要であるが、事前に学年を絞ることなく、全学年に行う保健調査票から児童生徒を抽

出して行うのがよい

) その他

◯ 『耳鼻咽喉科健康診断マニュアル』の学校における健康診断で対象となる主な疾患（所見）名で、将来

的に削除を検討した方がよいと思うものがあればチェックをしてください。

□耳垢栓塞

□滲出性中耳炎

□慢性中耳炎

□難聴の疑い

□アレルギー性鼻炎

□鼻中隔わん曲症

□副鼻腔炎

□慢性鼻炎

□アデノイドの疑い

□扁桃肥大

□扁桃炎

□音声異常

□言語異常
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◯ 『耳鼻咽喉科健康診断マニュアル』の主な疾患（所見）名で、将来的に追加を検討した方がよいと思う

疾患（所見）名があれば記入してください。

記述（ ）

◯ 学校医や健診医（検診医）としての報酬額についてどう感じておりますか

) 多すぎると思う

) 適切だと思う

) 少ないと思う

) 報酬額は気にしていない

◯ 令和年度日耳鼻・臨床耳鼻科医会学校保健全国代表者会議において、アレルギー性鼻炎の判定基準に

ついて、「鼻アレルギー診療ガイドラインの局所所見の程度分類（+++）以上」と提言をしました。

) 賛成である

) 反対である。現行の判定基準のままがよい

) その他（ ）

◯ 令和年度日耳鼻・臨床耳鼻科医会学校保健全国代表者会議において、耳垢栓塞の判定基準について、

「耳垢栓塞以外に鼓膜の観察ができない」、又は「耳垢栓塞（要受診）耳垢栓塞（専門医を受診して

耳垢を取った上で疾患の有無の確認をしてもらう）」の項目を追加する事を提言いたしました。

) 将来 耳垢栓塞以外に「鼓膜の観察ができない」の項目を追加するのがよい

) 将来 耳垢栓塞を「耳垢栓塞、耳垢栓塞」の項目に分けるのがよい

) 「耳垢栓塞以外に鼓膜の観察ができない」と「耳垢栓塞を耳垢栓塞、耳垢栓塞」を併用するのが

よい

) 現行の耳垢栓塞の判定基準「鼓膜の検査が困難なものを含む」のままがよい

) その他（ ）

◯ 令和年度日耳鼻・臨床耳鼻科医会学校保健全国代表者会議において、静岡県地方部会作成の動画「就

学時の言語検診はとっても簡単」を紹介しました。動画を視聴されたことのある先生にご質問します。

) 実際にやってみた

) 動画をみて就学時言語検診が実施できると感じた

) 動画をみてもまだ実施は困難であると感じた

) その他（ ）

◯ 就学時言語検診で該当児童が貴院外来を受診した場合、その後の紹介先について（複数回答可）

□言語聴覚士の在籍する公的な施設や病院が近くにある

□言語訓練を行っている「ことばの教室」が近くにある

□自院に言語聴覚士がいる、又は自院で対応可能。

□紹介先が近くにない

□地域の現状がわからない

□その他（ ）
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 耳鼻咽喉科学校健診と耳鼻咽喉科学校医の必要性について

◯ なぜ耳鼻咽喉科学校健診を行わなければならないと思いますか（複数回答可）

□学校医となっているから

□学校保健安全法で実施が義務付けられているから

□児童生徒の健康の増進をもって、学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資するため

□健康上問題があるか、疾病や異常の疑いがあるか、という視点でのスクリーニングのため

□その他

◯ 率直なご意見として、現行の形で耳鼻咽喉科医による学校健診はこれからも必要と考えますか

) 必要性があると思う

) 必要性がないと思う

) その他（ ）

◯ ◯の設問で「必要性がある」と回答された先生へ

どのような点で必要性を感じますか（複数回答可）

□高度な専門的知識と診療技術を必要とするため、他科によって代わりうるものではない

□本人家族ともに気づいていない疾患を指摘することがある

□児童生徒の健康の保持増進を図ることができる

□学校保健安全法上当然のこと

□自院受診患者を確保するため

□報酬が得られるため

□その他（ ）

◯ ◯の設問で「必要性がないと思う」と回答された先生へ

どのような理由でそのように考えておられますか（複数回答可）

□治療の必要な児童生徒は、自ら耳鼻咽喉科を受診するか既に受診しているから

□健診で指摘されないと後々困るような疾患はほとんどないから

□現行の方法のみでは児童生徒の健康の保持増進を図ることができるとは思えないから

□時代の変化に伴い児童の疾病構造が変化し、現在は耳鼻咽喉科の役割は少ないと思うから

□所見を指摘しても、それが必ずしも耳鼻咽喉科受診に結びついていないから

□短時間では十分な診察ができないから

□その他（ ）

◯ 率直なご意見として、耳鼻咽喉科医が現行の三科校医体制の学校医である必要性について

) 必要性があると思う

) 必要性がないと思う

) 学校医を担当していないのでわからない

) その他（ ）

◯ ◯の設問で「必要性があると思う」と回答された先生へ

どのような点で必要性を感じますか（複数回答可）

□耳鼻咽喉科領域の保健管理は他科では代わりうることができないため

□聴覚・言語等のコミニュ―ケーションに関する役割を担うため

□感染症やアレルギー疾患に関しての専門性が高いため



―  ――  ―

□三科校医体制に含まれているため

□その他（ ）

◯ ◯の設問で「必要性がないと思う」と回答された先生へ

どのような理由でそのように考えておられますか（複数回答可）

□副鼻腔炎、中耳炎等の感染症が減って、耳鼻咽喉科学校医の役割が減ったから

□耳鼻咽喉科医が学校医として関与する学校保健活動が少ないから

□耳鼻咽喉科学校保健活動に費やす時間に比べて、その成果が乏しいから

□整形外科医、産婦人科医、精神科医等の方が学校医として役割が重要だから

□その他（ ）

 今後の耳鼻咽喉科学校医と耳鼻咽喉科学校健診の在り方について

◯ 今後の耳鼻咽喉科学校医は学校への関わり方はどうあるべきか（複数回答可）

□引き続き学校健診、健康教育に積極的に参加し耳鼻咽喉科のプレゼンスを示すべき

□近年の疾病構造の変化に伴い、難聴、言語障害に重点を置くべき

□現状のままでよい

□その他（ ）

◯ 今後の耳鼻咽喉科学校医は学校への関わり方でもっと改善すべきと考える点について（複数回答可）

□Eメール等を活用して養護教諭と更に連携を密にする

□人工内耳装用児や補聴器装用児のインクルーシブ教育に更に積極的に参加する

□気管切開児や嚥下障害など医療的ケア児への取り組みに更に積極的に参加する

□学校保健委員会等の学校行事に更に積極的に参加する

□インフルエンザ、おたふく等の感染症対策に更に積極的に参加する

□食物アナフィラキシー、熱中症等の救急処置対応により積極的に参加する

□睡眠障害、めまい、心の相談等を含めた健康教育により積極的に参加する

□その他（ ）

◯ 今後、人工内耳装着等の聴覚障がい児が通常学級で学ぶインクルーシブ教育がより普及し、担任や養護

教諭から耳鼻咽喉科学校医への質問や対応の助言を求められることが増えることも予想されます。それ

に対してどう思われますか（複数回答可）

□学校医としての耳鼻咽喉科医の存在意義が増すためよいことだ

□人工内耳などの聴覚障がい児が通常学級でどのように学校生活を過ごすのかわからないので困る

□人工内耳装用児の、音楽の時間、英会話の時間、運動の時間、水泳の時、周りが大きな声で騒いでいる

休み時間の過ごし方など、質問が来ても回答がわからない

□人工内耳装用児や補聴器装用児に対しての療育に対する知識が少ないので困る

□担当学校にどの程度の聴覚障がい児がいるのか知らないので心配

□学校との関わり合いが増えるので困る

□マニュアルがあれば対応できる

□その他（ ）

◯ 現在の耳鼻咽喉科学校保健情勢に見合った学校健診とは、どのようなものとお考えですか

記述（ ）
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アンケートの調査結果（回答数 ,件）

◯ 地方部会は

回答総数 ,件。昨年度,件に

比べ件減少。参考データとして、日

耳鼻正会員数,人、臨床耳鼻科医会

会員数,人会員数,人合計

,人。

回答数が多い順に東京都人、神奈

川県人、大阪府人、北海道人、

福岡人、静岡人であった。回答数が

一桁の県は、県あった。

◯ 先生の勤務形態は 回答数 件

開業医が（,人）、病院・大学

病院の勤務医が（人）、開業医に

勤務が（人）であった。

学校健診を担当されている先生は、開

業医又は開業医に勤務が合わせてと

の結果で、学校健診は開業医が中心で行

われていることがわかる。一方、病院・

大学病院勤務の先生方の参画によって、

学校健診が成り立っている地域も多数あ

ることが伺われる。

◯ 主にどのような立場で学校健診に携わっておられますか。 回答数 件

学校医として（,人）、健康診

断のみを行う健診医（検診医）が

（人）であった。

学校医は健診医（検診医）と比較して、

健康診断以外にも健康教育、健康相談、

学校保健委員会への参加、学校保健年間

計画への関与等多くの職務が与えられて

いる。耳鼻咽喉科学校医として学校保健

活動全般に参画するのが望ましいが、地

域の実情又は学校健診を担当する先生の

都合等によって健診医（検診医）として

健康診断に参画している先生方が約/

程度であった。
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◯ 年齢は 回答数 件

最も多かったのが歳代の人、次

が歳代の人、歳代の人、歳

以上人、歳代人、歳代人と

続く。

～歳代の割合は約/を占め、学

校健診は～歳代が中心となって行わ

れていることがわかる。

また歳以上で学校健診を行っている

先生の割合が約/であり、この年齢

層の先生方による健診の実施が困難に

なった時に、継承する耳鼻咽喉科医が地

域に存在するかの問題がある。

◯ 学校健診を担当してから、何年になりますか 回答数 件

回答が多い順に～年人、～

年人、～年人、～年

人であった。

学校健診歴が年以上の先生方の割合

が約/、年以上の割合が約/で

あった。学校健診は、経験豊富な多くの

先生方によって支えられていることがわ

かる。

◯ 学校健診を担当している公立小・中学校について 回答数 件

近隣の学校のみ担当している.

（,人）、遠方や僻地・離島を現在担

当している.（人）、過去に担当

したことがある.（人）であった。

遠方や僻地・離島を現在又は過去に担

当との回答数が多かったのは、北海道・

広島県・東京都・長野県の順であった。

所属県の総回答数に対する回答数の割

合では、徳島県・群馬県・島根県・長野

県であり、七地方区分による偏りは認め

られなかった。



―  ――  ―

◯ 学校健診の対象となる児童生徒数について 回答数 件

学年人以下の学校は担当したこと

がない（人）、現在担当してい

る.（人）、過去に担当したこと

がある.（人）であった。

学年人以下の学校を現在又は過去

に担当したことがあるとの回答数が多

かったのは北海道・広島県・静岡県・三

重県であった。

所属県の総回答数に対する回答数の割

合では、鹿児島・青森県・徳島県・鳥取

県の順であり、七地方区分による偏りは

認められなかった。

 〈学校健診の業務について〉

◯ 学校健診の業務にやりがいを感じていますか 回答数 件

感じている.（人）、感じてい

ない.（人）、どちらともいえな

い.（人）であった。

やりがいを感じている人数は、感じて

いないとの回答の約倍であった。どち

らともいえないとの回答も多く、学校健

診を行う事に対して、どうするとやりが

いをより感じることができるかとの問題

がある。

◯ 学校健診の業務にやりがいを感じていますか（年齢階級別）

◯の質問を年齢階級別に分類をしてみ

た。やりがいを感じているとの割合は、

歳代、歳代、歳代、

歳代と年齢が上がるに伴って低く

なる傾向であるが、歳以上では逆に

とすべての年齢階級の中で最も高い割

合であった。

学校健診の経験が長くなるに従ってや

りがいを感じる割合が低下している一

方、歳以上の先生方は、やりがいを最

も感じている結果であった。
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◯ ◯の設問で「感じている」と答えた先生に質問します。

やりがいをどのような時に感じますか（複数回答可） 回答数 件

多い順に、疾病の早期発見から治療に

結びつけられた時.（人）、児童

生徒と直接かかわりがもてる時.

（人）、児童生徒、保護者、教職員に

耳鼻咽喉科疾患の理解を深められる時

.（人）であった。

学校健診の目的である、早期発見早期

治療に結び付いた時に最もやりがいを感

じている結果であった。

◯ 学校健診の当日に、学校に出向きたくないと思ったことがありますか 回答数 件

ないが.（人）、あるが.

（人）であった。

約/の先生方が、学校健診の当日

に、出向きたくたくないと思ったことが

あると回答されており、少ない割合では

ない。

◯ ◯の設問で「ある」とお答えの先生にお尋ねします。

その理由は（複数回答可） 回答数 件

回答の多い順に、体力的にきついから

.（人）、日常業務が忙しくて時

間がないから.（人）、健診その

ものに意義を感じにくいから.

（人）、であった。

日常診療が忙しい中、休み時間を使っ

て多人数の児童生徒の学校健診を行うの

は、体力的にきついと感じる先生が多い

ことは容易に想像できる。
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◯ ◯の設問で「ある」とお答えの先生にお尋ねします。それでも健診に出向く理由は

（複数回答可） 回答数 件

回答の多い順に、学校医を委嘱されて

いるから.（人）、学校健診をす

ることが耳鼻咽喉科学校医の義務である

と思っているから.（人）、学校

健診が法律で定められているから.

（人）であった。

学校に出向きたくないと感じても出向

く理由は、学校保健安全法で定められて

おり学校医を委嘱されていることから出

向くことに義務を感じているとの回答が

多かった。

 〈現状の学校健診の問題について〉

◯ 現在の耳鼻咽喉科学校健診の在り方について問題があると思いますか 回答数 件

問題があると思う.（,人）

問題はない.（人）

学校健診を担当されている約/の先

生方は、現在の耳鼻咽喉科学校健診のあ

り方に何らかの問題点を感じており、約

/の先生方は問題がないと思っている

との結果であった。

◯ ◯の設問で「問題があると思う」とお答えの先生にお尋ねします。

どのような点に改善すべき問題があると思いますか（複数回答可） 回答数 件

回答の多い順に、疾患（所見）名の判

定基準の問題（人）、対象となる

疾患の問題.（人）、健診人数の

問題.（人）、事後処置の問題

.（人）、健診時期の問題.

（人）、であった。

改善すべき問題として多くの問題点が

指摘された。一位の疾患（所見）名の問

題と二位の対象となる疾患の問題につい

ては、本日の協議◯にて取り上げる。
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◯ ◯の設問で「問題があると思う」とお答えの先生にお尋ねします。

改良したらいい点など具体策がありましたら記入してください。（回答の一部を掲載）

) 判定基準の問題 ) 対象疾患の問題

) 健診時期の問題 ) 健診方法の問題

) 保健調査票の問題 ) 事後措置の問題

) 備品、人員、健診人数の問題 ) 全学年全員健診の問題

) 健康診断のシステム ) 耳鼻咽喉科健康診断の必要性の問題

) 報酬の問題 ) コロナ禍での問題

) その他

) 判定基準の問題

疾患（所見）名の判定基準の周知、軽症でも疾患ありと診断する先生が多い。

健診精度の平準化のため有所見項目の徹底的な簡素化、マニュアル化。

診断基準はもとより、受診を勧める基準を決めるべき。

疾患名の判定基準をもっと厳密にして、学校医間の判定のばらつきをなくす。

疾患と判定されると受診を指示されるが、軽症なら受診は不要だと感じている。

アレルギー性鼻炎の程度、診断についての判断基準が難しい。

健診疾患（所見）名がつけにくい場合の疑い病名や診療所への誘導（）か（）かの統一の必要性。

) 対象疾患の問題

扁桃肥大が内科健診で指摘を受け、当院に受診した、内科の領域に口は出せないが、そのあたりも問題。

中学生や高校生は自分で症状の訴えが出来るので、健診対象からは外していいと思います。むしろ今から

は就学前の健診に重点を置いて、難聴や中耳炎、言語発達遅滞などをじっくりチェックすべきではないか

と思います。

耳垢やアレルギー性鼻炎のような緊急性のない疾患を見つけることではなく、必ず治療が必要とか将来に

影響を与える聴力低下などに重点を絞れば耳鼻咽喉科健診の意義がある。

扁桃肥大などを受診させるべきかどうかなどの基準がないこと。

耳鼻咽喉科疾患で子供の発育、教育に問題のある疾患を健診で見つけていきたいが、現行ではアレルギー

性鼻炎、耳垢栓塞がほとんどを占める。アレルギー性鼻炎はすでに通院にて加療しているケースも多く、

耳垢では鼓膜確認ができない。

健診の現場でつけられない病名がある。アデノイド増殖、睡眠時無呼吸症は事前に親からの問診でピック

アップしておけばよい。

いびき、睡眠時無呼吸症候群は家庭で気づくもので、健診で見つかるものではなく、健診と関係なく受診

すべき疾患かと。

) 健診時期の問題

健診時期を増やしてほしい。

田舎ですので、一人で保育園・幼稚園から高校まで、複数の学校の健診をします。日常診療を行いなが

ら、～月で健診を終わらせるために休みを潰して行くことになる。もう少し、健診の期間を長く儲け

ることはできないか。

どうしても安全確保が困難で、年度中に終えられないことも許容される。

コロナ感染症のため、月日の縛りは今のところないですが、無理に時期を決める必要はないと考える。

耳鼻咽喉科の場合はスギ花粉症があり鼻の症状が一時的なことがあるので月日までにこだわらなくて

も良いと思います。
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) 健診方法の問題

通学出来ている児童生徒に学業に大きな支障を来すような耳鼻咽喉科疾患があるのか、中等度難聴の児童

生徒を健診で把握できるのか、疑問を感じているので、予め保護者へアンケートを実施して、それを見な

がら健診すると意味のある健診になると思う。

健診現場で行う視診と外来診療での診察のレベルの差が健診発足当時と大きく開いてしまった。外来診療

を受けている児童をわざわざ健診で見る意味はないのではないでしょうか。逆に健診で指摘されなかった

ために受診をやめてしまうなどの弊害もあります。耳鼻咽喉科受診中の児童生徒は主治医が健診を行うこ

とはできないでしょうか。あるいは調査票で何らかの記載があるものは診療所を受診し、時に記載の無い

児童生徒のみを健診するというのはどうでしょうか。

現状では詳細な診察は難しく、可能であれば院内で診察できたらいいかと考えます。

視診のみでは診断のつきにくい疾病を診療所で受診できるシステムの構築。

有症状者で希望者だけ、無料の診察券を発行すればよい。無症状者に視診だけなど無意味。

) 保健調査票の問題

健診前の健康調査用の利活用。（調査結果のみで受診勧告した方がよい疾患あり）

問診で気になる症状がある場合は診察なしで受診を勧めるのはどうでしょうか。

健診前に両親への質問事項に乗り物に酔うとかあいまいな質問がある。

保護者への問診に軸を切り替えて問題があれば耳鼻咽喉科受診勧奨で良いと思う。中耳炎や耳垢栓塞など

も聴力検査で洗い出せるのではないか。現状の名秒健診よりは大分まし。

事前に家族や生徒による問診票で問題点をチェックしておくと効率が良いと思います。

) 事後措置の問題

学校医に受診した証明書を発行して、受診を確実にする。

疾患に対する受診勧奨をどうするか。

受診を進められた対象者の受診の確認を養護教諭が行う。

受診勧奨の徹底化をすべき。

受診率の低さ。

) 備品、人員、健診人数の問題

低学年の健診には介助が必要なので、人員確保をお願いしたい。

備品の充実。

聴力検査などの多角的検査。

タブレットで問診して、AI で解析して、必要があれば耳鼻咽喉科医受診を勧奨する。

聴力検査結果が把握できない中で、“聞こえが悪いことがある”、“耳鳴がある”と記載した問診票のみで

判断を求める都立高等学校がある。

) 全学年全員健診の問題

重点健診における「違法性の阻却」の担保もしくは法改正。

重点的診察を基本としてほしい。また、そのように法律を改正し記載してほしい。

小学校入学時健診を充実させること＋ほかの学年は抽出（何か症状や心配事がある児のみじっくり見る）

で。

健診希望者のみとし、耳鼻咽喉科での治療中の児童は除く、十分に診察時間をとって健診をしたい。

重点健診にすべきで全員を診る必要性が感じられない。



―  ――  ―

) 健康診断のシステム

学校健診自体には賛成の立場です。勤務医時代に医師会の都合で担当校を変更されたり、開業時に相談無

く割り振られたり、仕組みの説明も無く慣習で継続されていると感じています。システムもそうですが、

まず他府県の割り振りの仕組み等情報交換を出来るように勤務医も巻き込んで学会主導で啓発する必要が

あると考えます。

学校健診結果をデータベースにして管理、また個人情報はマイナンバーカードによる PHR に反映させて

生涯にわたる記録とする。

学校健診の制度が出来た頃とは扱う疾患も変わってきている上、今後も変わっていくと思われるので、何

でも法律で縛るのではなく、また本来のスクリーニングの意味合いから逸脱しない範囲で、地域間格差も

あることを考慮して、健診内容、方法を地域の教育委員会等と話し合うことが必要と思われる。

開業医中心から勤務医を含めた学校医制度を確立し、ひとりの学校医が担当する児童生徒数を減らす。

) 耳鼻咽喉科健康診断の必要性の問題

耳鼻咽喉科健診の廃止。（約名）

学校健診そのものが不要。気になる症状があれば自身で医療機関を受診すればよい。

高校生、中学生は耳鼻咽喉科健診は不要なのではないか。

都市部の生徒は耳鼻咽喉科クリニックに容易にアクセスできて、自分の疾患を理解はできていないまでも

認識はしてます。そこに指針のみの健康診断をしてもあまり意味がない。都市部の学校健診は希望者のみ

で良いと思います。

) 報酬の問題

費用対効果が感じられない健診は無駄。

報酬体系に問題あり。持ち回りの義務になっているのも問題で、やりたい人がやる式にするべきだと思う

し、そうならないと給料が市場原理が働かず上がらない。というか大抵の問題は報酬が上がる事で解決さ

れると思います。

耳鼻咽喉科健診していない町村もあるが、問題ない。税金も無駄遣い。

) コロナ禍での問題

コロナ流行のような異常事態には柔軟に対応してほしい。

コロナ禍での耳鼻咽喉科健診のあり方。

コロナ禍で咽頭診察を控えざるを得ない。

) その他

耳鼻咽喉科の健診結果でプールに入れないということがおかしい。

耳鼻咽喉科医のみで検討するのではなく、学校側、保護者側の要望も聞いたらどうか。

健診のみならいいですが、学校医として各種委員会（給食委員会など）に参加する事が義務になっている

事。切り離して頂きたいです。



―  ――  ―

◯ いわゆる「重点的健康診断」（健診の必要性が高い学年に精度の高い健診を行う）について、

どう考えますか（複数回答可） 回答数 件

肯定的な意見が～位であった。学

校健診の効率化が図れる.（

人）、時間的・体力的負担を減らすこと

ができる.（人）、学校医不足や

地域偏在に対応できる.（人）、

学校健診の制度が上がる.（人）。

次に否定的な意見が～位で、有所

見者を見逃す可能性がある.（

人）平等な保健指導・事後処置ができな

い.（人）、学校保健安全法に背

いており問題である.（人）であっ

た。

◯ 耳鼻咽喉科学校健診において実際に健診を行う児童生徒についてどうお考えですか

回答数 件

所轄教育委員会と協議の上健診を行う

学年を絞るのがよい.（人）、学

年を絞って健診を行う重点的健康診断を

行うのがよい（人）、全学年全員

の健診を行うのがよい.（人）、

事前に学年を絞ることなく全学年に行う

保健調査票から児童生徒を抽出して行う

のがよい.（人）であった。

つの回答がほぼ同程度の割合で、先

生方が多様な考えを持っていることがわ

かった。

◯ 『耳鼻咽喉科健康診断マニュアル』の学校における健康診断で対象となる主な疾患（所見）名

で、将来的に削除を検討した方がよいと思うものがあればチェックをしてください。

回答数 件

約/の先生方がアデノイドの疑い、

鼻中隔わん曲症、約/の先生方が扁桃

炎、慢性鼻炎、約/の先生方が扁桃肥

大と回答した。

学校健診時の視診で判定しにくい疾患

（所見）名又はマニュアルの判定基準を

知らないと判定困難な疾患（所見）名が

上位を占めた。削除した方がよい疾患

（所見）名については、今回の協議で取

り上げることになった。



―  ――  ―

◯ 『耳鼻咽喉科健康診断マニュアル』の主な疾患（所見）名で、将来的に追加を検討した方が

よいと思う疾患（所見）名があれば記入してください。

回答の多い方から睡眠時無呼吸症候

群、外耳炎、鼻出血、鼻前庭湿疹、平衡

神経障害・めまいの順であった。

耳鼻咽喉科学校医は、今後睡眠時無呼

吸症に対して、より積極的に取り組むべ

きとの記述式アンケートも複数あっ

た。、本日の協議事項で、追加を検討し

た方がよいと思う疾患（所見）名につい

て取り上げるとことになった。

◯ 学校医や健診医（検診医）としての報酬額についてどう感じておりますか

学校医の先生方の回答として、適切だ

と思う.（人）、少ないと思う

.（人）、多すぎると思う.

（人）、報酬額は気にしていない.

（人）であった。

健診医（検診医）の先生方の回答とし

て、適切だと思う（人）、少ない

と思う.（人）、多すぎると思う

.（人）、報酬額は気にしていない

.（人）であった。

少ないと感じている先生方の割合は学

校医で約/、健診医（検診医）で約/

であり、その割合は少なかった。

◯ 令和年度日耳鼻・臨床耳鼻科医会学校保健全国代表者会議において、アレルギー性鼻炎の

判定基準について、「鼻アレルギー診療ガイドラインの局所所見の程度分類（+++）以上」と

提言をしました。 回答数 件

賛成である（,人）、現行の判

定基準のままがよい.（人）で

あった。

アレルギー性鼻炎は、学校健診で最も

多くの疾患（所見）名がつく疾患である

と共に、判定のばらつきが最も大きい疾

患（所見）名となっている。約/の先

生が、次回のマニュアル改正時への提言

「鼻アレルギー診療ガイドラインの局所

所見の程度分類（+++）以上」の判定基

準に対して賛成の意見であった。



―  ――  ―

◯ 令和年度日耳鼻・臨床耳鼻科医会学校保健全国代表者会議において、耳垢栓塞の判定基準

について、耳垢栓塞以外に「鼓膜の観察ができない」、又は「耳垢栓塞（要受診）耳垢栓塞

（専門医を受診して耳垢を取った上で疾患の有無の確認をしてもらう）」の項目を追加する

ことを提言いたしました。 回答数 件

アンケートの結果は、現行のままがよ

い（人）、「鼓膜の観察ができな

い」を追加する.（人）、耳垢栓

塞を「耳垢栓塞、耳垢栓塞」に分け

る.（人）、「鼓膜の観察ができ

ない」と「耳垢栓塞、耳垢栓塞」を

併用する.（人）であった。

変更を望む意見が（人）、現状

維持を望む意見が（人）で拮抗

した回答結果になった。

◯ 令和年度日耳鼻・臨床耳鼻科医会学校保健全国代表者会議において、静岡県地方部会作成

の動画「就学時の言語検診はとっても簡単」を紹介しました。

動画を視聴されたことのある先生にご質問します。 回答数 件

動画をみてもまだ実施は困難であると

感じた.（人）、動画をみて就学

時言語検診が実施できると感じた.

（人）、実際にやってみた.（人）

であった。

「動画をみてもまだ実施は困難である

と感じた」との回答があり、その不

安を持つ先生方のために今年度の代表者

会議では言語検診のワークショップを行

うことになった。

◯ 就学時言語検診で該当児童が貴院外来を受診した場合、その後の紹介先について

（複数回答可） 回答数 件

言語聴覚士の在籍する公的な施設や病

院が近くにある.（人）、「こと

ばの教室」が近くにある.（人）、

地域の現状がわからない.（

人）、紹介先が近くにない.（人）

であった。

多くの先生方は、言語聴覚士の在籍す

る施設やことばの教室が近くにあると回

答されたが、紹介先のわからない先生方

もおられた。



―  ――  ―

 〈耳鼻咽喉科学校健診と耳鼻咽喉科学校医の必要性について〉

◯ なぜ耳鼻咽喉科学校健診を行わなければならないと思いますか（複数回答可）

回答数 件

スクリーニングのため.（

人）、学校保健安全法で義務付けられて

いるから.（人）、学校教育の円

滑な実施とその成果の確保に資するため

.（人）、学校医となっているか

ら.（人）であった。

耳鼻咽喉科疾患や異常のスクリーニン

グのためとが最も多く、次が学校保健安

全法で義務づけられているとの回答で

あった。

◯ 率直なご意見として、現行の形で耳鼻咽喉科医による学校健診は

これからも必要と考えますか 回答数 件

必要性があると思う.（,人）

必要性がないと思う.（人）

アンケートの結果、多くの先生方は、

現行の形での学校健診の必要性を感じて

いるとの結果であったが、約/の先生

方は必要性がないとの結果であった。

◯ ◯の設問で「必要性がある」と回答された先生へ、どのような点で必要性を感じますか

（複数回答可） 回答数 件

必要性があるとの理由は、本人家族と

もに気づいていない疾患を指摘すること

がある.（人）、高度な専門的知

識と診療技術を必要とするため、他科に

よって代わりうるものではない.

（人）、児童生徒の健康の保持増進を

図ることができる.（人）であっ

た。

耳鼻咽喉頭領域の疾患を指摘するため

には、耳鼻咽喉科医による学校健診が必

要であり、他科によって代わりうるもの

ではない。



―  ――  ―

◯ ◯の設問で「必要性がないと思う」と回答された先生へ、

どのような理由でそのように考えておられますか（複数回答可） 回答数 件

必要性がないとの理由は、治療の必要

な児童生徒は、自ら耳鼻咽喉科を受診す

るか既に受診しているから.（

人）、健診で指摘されないと後々困るよ

うな疾患はほとんどないから.

（人）。

学校健診の役割として、すでに治療を

している疾患以外に対しても、学校生活

に支障をきたす疾病のスクーニングとし

ての役割がある。

◯ 率直なご意見として、耳鼻咽喉科医が現行の三科校医体制の学校医である必要性について

回答数 件

必要性があると思う.（,

人）、必要性がないと思う.（人）

であった。

約/の先生方が、耳鼻咽喉科医が三

科校医体制の学校医である必要性を感じ

ているとの結果であった。

「三科校医体制の意味がわからない」

との記述式アンケートでの質問が数件

あったので、アンケート結果の最後にメ

モとして、雪下國雄先生が学校保健会

会報で発言された内容を記載した。

◯ ◯の設問で「必要性があると思う」と回答された先生へ、

どのような点で必要性を感じますか（複数回答可） 回答数 件

耳鼻咽喉科領域の保健管理は他科では

代わりうることができないため.

（人）、聴覚・言語等のコミニューケ

ーションに関する役割を担うため

（人）、感染症やアレルギー疾患に関

しての専門性が高いため.（人）

であった。

学校健診の必要性の設問同様に、他科

では代わりうることができないためとの

回答が最も多かった。



―  ――  ―

◯ ◯の設問で「必要性がないと思う」と回答された先生へ、

どのような理由でそのように考えておられますか（複数回答可） 回答数 件

耳鼻咽喉科医が学校医として関与する

学校保健活動が少ないから（

人）、副鼻腔炎、中耳炎等の感染症が

減って、耳鼻咽喉科学校医の役割が減っ

たから（人）、であった。

学校医として参加すべき学校保健活動

は、学校保健委員会、健康教育、健康相

談、保健計画の立案等幾多にあり、行う

べき活動は決して少なくないと思われる。

 〈今後の耳鼻咽喉科学校医と耳鼻咽喉科学校健診の在り方について〉

◯ 今後の耳鼻咽喉科学校医は学校への関わり方はどうあるべきか 回答数 件

引き続き学校健診、健康教育に積極的

に参加し耳鼻咽喉科のプレゼンスを示す

べき.（人）、現状のままでよい

（人）、近年の疾病構造の変化に

伴い、難聴、言語障害に重点を置くべき

.（人）であった。

耳鼻咽喉科学校医としてプレセンスを

示すために、積極的に学校健診・健康教

育に参加すべきとの意見が圧倒的多数で

あった。

◯ 今後の耳鼻咽喉科学校医は学校への関わり方でもっと改善すべきと考える点について

（複数回答可） 回答数 件

E メール等を活用して養護教諭と更に

連携を密にする（人）、人工内耳

装用児や補聴器装用児のインクルーシブ

教育に更に積極的に参加する.

（人）、学校保健委員会等の学校行事

に更に積極的に参加する.（人)

E メールの活用例として、次年度の健

診日程の調整に使用すると、診療を妨げ

られることなく非常に有用である。E メ

ールによる健康相談は、内容によっては

個人情報に抵触する可能性があるので、

注意が必要である。



―  ――  ―

◯ 今後、人工内耳装着等の聴覚障がい児が通常学級で学ぶインクルーシブ教育がより普及し、

担任や養護教諭から耳鼻咽喉科学校医への質問や対応の助言を求められることが増えること

も予想されます。それに対してどう思われますか（複数回答可） 回答数 件

学校医としての耳鼻咽喉科医の存在意

義が増すためよいことだ.（

人）、マニュアルがあれば対応できる

（人）、人工内耳装用児や補聴器装

用児に対しての療育に対する知識が少な

いので困る.（人）、人工内耳装

用児に対して質問が来ても回答がわから

ない.（人）であった。

存在意義が増すのでよいことであると

の意見が多い反面、養護教諭からの質問

や助言の回答に不安を感じる先生方も多

く、マニュアルの準備等が望まれる。

◯ 現在の耳鼻咽喉科学校保健情勢に見合った学校健診とは、どのようなものとお考えですか

（回答の一部を掲載）

) 健康診断のシステムについて ) 健康診断の意義について

) 健診方法について ) 対象疾患について

) 全学年全員健診について ) 学校との連携について

) 保健調査票について ) 事後措置について

) 学校保健活動への参加について ) 健診人数、備品、人員について

) 報酬について ) コロナ禍について

) 未就学児の健康診査、就学時健診について ) 現状の維持

) 健康診断の必要性について

) 健康診断のシステムについて

過去から、聴覚障害のみ大きく取り上げられた時代が長かった。現代は『コミュニケーション』という立

場から考えるべき。言語障害および聴覚・言語を合わせたコミュニケーションについて耳鼻咽喉科医は子

供の成長を考えるのがよいのでは。コミュニケーション障害は内科健診では判断不能。学校側もコミュニ

ケーション障害を保護者に伝えることができない場合がほとんど。今年も学校健診で言語検診が全くでき

ない生徒を指摘したところ、学校側から感謝されました。

健診の前に個々の生徒さん、ご家族のニーズを知ることができれば現実的に意味のある健診になると感じ

ています。学校生活を送るにおいて校医信頼していただけると思います。ご家族は、健診やその結果を押

し付けられて困るものととらえている場合も多いです。

小学校・中学校・高等学校で対象となる疾患が異なり地域の特徴があるため、その地域で必要な内容を担

当校や地域の教区委員会と連携して検討できる柔軟なシステムが必要だと思う。

地域の状況、学校の規模などが大きく異なるので、全てを一律に同じように扱うのは無理があります。そ

の地域の現状に応じて、それぞれが無理のないように実施するということが大切だと思います。（おそら

く現状はそのようにされているのだと思いますが。）

耳鼻咽喉科医が少ない地域では各医師の負担が大きいため各科健診としての耳鼻咽喉科健診が施行できな

い場合があり、すべての児童が等しく耳鼻咽喉科健診を受けうる体制が必要と考えます。

児童の健全な養育のために難聴児、言語障害児等も含めた、耳鼻咽喉科領域疾患患児への十分な対応が可

能なようにシステムを構築してゆけるといいです。
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) 健康診断の意義について

実効性薄く、実態は形骸化している。医師会の介在・利権意識が不健全な地域故、健診事業の正しい意義

はもはや見いだしようがない。

学校保健法があるので、現状は今のままで仕方ないと考えるが、耳鼻咽喉科だけでなく学校健診そのもの

のあり方を考える時期である。子ども達の健康増進の目的として現在の学校健診はいささか古すぎてその

使命を果していない。学校保健法のあり方自体を考えないといけない。

学校健診を通じて、生徒が自らの健康を自ら維持していけるような姿勢を培う必要があるのではないか。

現時点では幼稚園から高校まで同じようなスタイルの健診が繰り返し行われており、「健診で何も言われ

なければいい」という健康に対して受動的な考えを植え付けているように思う。その点で学校健診の弊害

は大きいと思う。

複数の小中高校の学校医を勤めて年以上となりますが、「健診で病気が発見されて良かったねえ」と言

えるような例は殆どない気がします。学校保健安全法が作られた頃とは時代が変わっており、保護者は

ネットで健康情報を調べることが出来るので、生活の質にかかわる症状の場合は自ら調べて既に耳鼻咽

喉科を受診されています。

開業医の寿命は、平均寿命よりかなり短いと言われています。月～月の間、耳鼻咽喉科医が昼休み

をつぶして連日健診に出向き、残業過多となるのも時代にそぐわないと思います。

「あまり意味がないなあ」と感じながらも、「法律で決まっているから仕方ない」「報酬があるからまあい

いか」と思い直して、学校健診にあたっている耳鼻咽喉科医も少なくないのではないでしょうか。

学校健診については、事前の問診票での有症状者のみ健診を行うので十分です。

その代わりに、「こういう場合は耳鼻咽喉科への受診を」という啓発活動を学校保健委員会、学校新聞、

自院の HP、動画配信などで行っていくと良いと思います。

学校健診における専門性のある耳鼻咽喉科医の必要性を推し進めること、また時代に適合した学校健診に

効率よく変えていく事が求められていると思います。

疾患に繋がる場合の早期発見に寄与すること。

) 健診方法について

中学校と高等学校の健診に時間と労力をかけるより、幼稚園や保育園の健診にシフトできれはばいい。た

だし、現状では、幼稚園や保育園が耳鼻科医を園医として委嘱する所は少ない。

医療面談の取り入れ。

外来診療の進歩と耳鼻咽喉科疾患の変化に対応して、単に学校で簡単な視診で行う健診で単に見たことに

重点を置くのではなく、調査票、外来診療などを総合することによって、漏れなくより少ない時間と労力

で学校健診を行うべきである。単に形式的な全員健診で耳鼻咽喉科健診をしたとすべきではないと考えます。

教育環境への対応へのアドバイス。主に難聴。

低学年は難聴、音声言語障害を重点的に検診する。高学年、中高の健診はなしでよい。

親に自主的に耳鼻咽喉科を受診するような教師の働きかけがのぞましい。要受診用紙をだしても受診しな

いし、いやいや来ても治療の継続には結びつかない。

) 対象疾患について

今は耳垢栓塞やアレルギー性鼻炎を見つけるのが仕事になっており、これからはもっと QOL に係る疾病

のチェックに重点を置くべき。

耳垢のたまったお子さんは多いです。聴力に影響しますし耳や聴力の確認はこれまで通り行った方が良い

と思います。

難聴、言語のスクリーニング。その他鼻、喉は症状があれば受診すればよいので重要ではない。

最も多くの診断名がつくアレルギー性鼻炎に対して、診断名で対処すると本人や家族から多くの不信感を

持たれることになると思うので、検討していただきたい。
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耳垢のある生徒が多すぎるために、鼓膜所見を把握できないことを解決する必要があると思う。アレルギ

ー性鼻炎について季節性アレルギーと健診時期との関係にどう対応するかの問題があると思う。

疾患構造の変化もあるため、診断基準を定期的に見直し議論していくことが必要と考えます。

) 全学年全員健診について

小学生以下など年齢を絞って実施する。

重点的健康診断のままでよい、特に中学生は年生のみでよい。

繰り返しになるが、重点健診への移行。有所見項目の簡素化。（難聴や中耳炎等は「中・内耳疾患の疑い」

の一括りなど）

医療に差がないよう、現行通り全児童に対応できること。

小学年生は全員を対象とし、他は保健調査票で有症状のみ健診を行う。

全員受診じゃなくてもよいと思う。

) 学校との連携について

これまでの、疾患をスクリーニングする健診と、学校側（担任、養護教諭）から見て何かこれまでとは違

う変化があった児童生徒の相談が取れるように、学校側・学校医側の連携が取れればいいのではないか。

健診時の診察だけでなく、養護教諭との信頼関係を作ることが大切であると思う。そうすれば聴覚関連、

心因性疾患、言語、構音障害、睡眠時無呼吸など疑わしい児童について、気軽に耳鼻咽喉科受診の流れを

作ることが出来る。

どこまで関わるかは、個人的な能力も関係するので、一筋縄ではいかないが、ここまで出来ない人は、辞

めてくださいってトップダウンで言えるなら良い改革が出来ると思うし、その時は私もリタイアを考える

かもしれない。

養護教諭との連携においての重点健診。

耳鼻咽喉科の扱う疾患を学校の先生方にも把握してほしい。内科が何でも優れていると思い込んでいる。

発達障害の知識も持って健診に当たるのがよい。特別支援学級への勧めるなど。

現場での学校医の決定権を高めていく必要があると思います。そのうえで養護教諭と連携して必要なこと

を決めていけばよいのでは、と思います。

) 保健調査票について

難聴や言語障害の有無を含めた耳鼻咽喉科的なアンケートを全員に実施して、それを見て校医が健診対象

者を決めてゆっくり健診すると有意義な健診になると思う。

事前の問診（アンケート）があれば、助かります。

現行でひっかけている、ほとんどの疾患は、聴力検査と問診の工夫で十分。むしろ、問診じゃないと受診

した方が良い状態を発見できないものもあると思う。

保健調査票を一次健診、対面診察を二次健診とした健診体系。

保護者問診や担当教師から問題があれば耳鼻咽喉科受診勧奨が良い。

健康調査票を有効に活用し、必要のある児童または希望者に絞って健診を実施した方が良いと思います。

) 事後措置について

養護教諭が精密検査の結果を回収せず、学校健診時の結果でのみ統計をとるので精度に問題あり。精密検

査の結果を回収すべきと提言すると、個人情報の取扱いが面倒になるので回収しないとの由。これでは児

童・生徒のためにならないと思っています。学校保健に携わるモチベーションが低下します。

受診すればよし。

保護者が耳鼻咽喉科健診に何を求めているか知りたい。健診後の受診率が上がらない理由が判るか

とにかく健診後の受診率を上げることが大切。
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現状の、健診医の所見のばらつきは、やむを得ないことなので、保護者への結果告知方法の統一を徹底す

る。

すぐに耳鼻咽喉科受診する症例としばらく様子を見てよい症例を鑑別して健診結果を家族へ連絡するよう

にしている。

) 学校保健活動への参加について

健診のみでなく学校保健活動にも出来るだけ参加すべきである。

耳鼻咽喉科学校医として児童生徒の健康教育、健康に対する意識を自覚させること、大人になっても役立

つを教えることができればと思っています。

視診だけの健診を見直し、耳鼻咽喉科的健康問題がある生徒に対し深く関わっていくべきと考えます。

学校保健委員会に参加。児童の健康の問題へは養護教員と協力して個別に対応すれば良い。

耳鼻咽喉科医が関与する、機能障害や慢性疾患について、耳鼻咽喉科医会からわかりやすい説明をホーム

ージ上に開示し、学校や保護者が閲覧可能にすることで、学校医の説明義務の負担を減らすことも重要と

考える。

健診に係る地域会議に耳鼻咽喉科も参加する。

) 健診人数、備品、人員について

地方過疎地の健診が大変です。近くに耳鼻咽喉科がないため、感謝してもらえますが、体力、時間的負担

があります。自治体、特に都道府県がもっと関与してほしいと思います。

健診人数が多すぎる気がします。

とにかく、健診する医師の増員が望ましい。

耳鼻咽喉科医がない地方の健診方法を考える。

耳鼻咽喉科医が充足している地域とそうでない地域での対応の差があると思います。一概に答えるのは難

しいかと思います。

介助人員確保できれば現状で可。

) 報酬について

つの学校につき人程度までとし、そこを越える分は重点的健診を推進。そうでなければ学校医の報

酬は生徒数に見合ったものに改善するべき。人と人でほぼ変わらないのは、どう言うことなのか

理解出来ない。

学校健診は必要だと思われます。結局は人手不足、耳鼻咽喉科医不足に起因する問題であり、耳鼻咽喉科

医を増やせないなら報酬を増やすのが妥当な解決策だと思います。

学校健診と各種委員会は切り離し、内容と料金もクリアにする努力が必要と思います。コロナ下で耳鼻咽

喉科のダメージは大きいですから、義務感や責任感で現場の負荷を増やす事にならないよう留意して頂き

たいです。

不登校生徒が学校健診目的に診療所を受診した時に、自費有料にすべきで（件につき,円程度）、無

料で対応することは現実的ではない。

耳鼻咽喉科医は、両側の耳を、左右の固有鼻腔を、口腔咽頭を、頸部をみなければならず、眼科のように

眼だけを見れば良い、小児科のように聴診すれば良いだけの科より一人にかかる時間が長くなります。疲

労度も時間も強く長くなってしまいます。報酬の面で、他科より報酬を増やすべきだと思います。

すべての学校医は同じ給料を。

）コロナ禍について

コロナで学級閉鎖になったりするので学校医で検査をする。学校で使用した抗原検査キットの廃棄はどう

したらよいのかと聞かれ、保健所に聞いたがわからないとのこと。
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COVID では生徒、職員からの受診、問い合わせが多く、改めて感染症対策が必要だと感じた。耳鼻咽喉

科は、上気道炎症の専門家として感染予防などの時点から、積極的に学校保健にかかわっていくべきだ

と思う。高度難聴、言語障害への対応は重要だと思うが、通常の学校健診の範囲では対応は困難。マ

ニュアルが必要と思われる。

コロナ禍を見据えた健診の在り方を提示して欲しい。

コロナの流行もあり、無理に実施すべきではない。

) 未就学児の健康診査、就学時健診について

就学時健診への参加は難しい。

耳鼻咽喉科医は歳児健診に力を入れるべきではありませんか。

就学時健診は一年生の学校健診の時期との間隔が短いので不要です。

保育園、幼稚園、就学時健診を重点的に行うべき。

中学生、高校生に健診を行うよりも、保育園・幼稚園の方が有意義と思う。

) 現状の維持

現状のままでよい。（約人）

基本的には現行の健診で良いと思いますが、さらには医療的ケアが必要な患児についても追加して関わる

必要がある。その場合は、健診の日を別な日にするなどの配慮が必要です。

耳鼻咽喉科専門医として学校健診を今後も行って行きます。

時代とともに変化は必要だが、無くす必要はない。

現行のままでよい。人工内耳装用児など、担当医がいるわけで、学校医が立ち入るべきではない。

児童生徒の健康増進に役立っている。

) 健康診断の必要性について

学校健診不要。（約名）

廃止、もしくは希望者のみ実施、担任などから気になる症状のある児童・生徒のみを行う程度で十分と考

える。

こども園の健診についてはその必要性が不明確だと思います。

当地域では小児は無償のため、ご心配があればすぐに受診されるので、その機会に病気の相談ができ、あ

えて学校健診がどこまで必要なのか疑問がある。

小学生高学年や中・高校生に健診する意味を感じない。低学年にしぼるべき。多忙時に週回昼休みを

削って行くしんどさに、報酬があっていない。体調不良時など、無理していくときもあり、ストレスを

感じることが多い。

健診は年に回程度でよいと思う。

）その他

他の耳鼻咽喉科医と協力して対応したい。

もっと踏み込んだ関わりを持つべきではあるが、日常診療で多忙の中どこまで時間をかけられるかが課題

である。

学校保健情勢に見合ったとするのであれば、保健情勢の変更が必要である。

温暖化など環境変化、少子化などの時代変化に合わせ対応する学校健診。

その時代にそって臨機応変に変えていければよい。

学校医の資格として専門医を掲げて権威付けしている地方があるようだが、年間以上の耳鼻咽喉科頭頸

部外科での研修を終了していれば良いと考える。他科の介入を阻止するためのルールが、耳鼻咽喉科医の

少ない地域で重点健診をせざるを得ない事態をつくってしまうのは避けたい。
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メモ 校医の三科体制 （雪下國雄先生 日本学校保健会会報 平成年月）

学校健診の歴史的な流れを見ると、感染症がはやっていた戦前戦後の時代は、内科校医よりもむしろ

耳鼻科や眼科の校医の方がうんと働いておられたのです。当時は耳鼻科や眼科の先生がなくてはならな

い時代で、トラコーマの治療を眼科の先生が学校でされていて、その流れの中から養護教諭が生まれて

きたという歴史もあるわけです。それが、抗生物質のおかげで感染症がだんだん少なくなってくると、

確かに一時、総務省が耳鼻科、眼科の校医は学校に要らないのではないかと言ってきたことがありまし

た。それはとんでもないということで日本医師会から正式に断りました。耳鼻科や眼科の校医はもとも

と人数が少なくて、当時は～の学校にしかいませんでしたし、今でもくらいしかおられませ

ん。しかし、国としては三科体制といって、耳鼻科校医、眼科校医、内科校医を置くということで、予

算的にも三医師に対して校医の料金が払われていたのです。ところが、最近になって地方交付税の中で

一般財源化されて、一応、基準値として三校医の報酬は決められているのですが、地方は財政に困って

いるのでそれをきちんと使わず、あらためて「耳鼻科、眼科の校医を置く予算もない」「明確な決まり

もない」と言ってくるのです。国が予算上認めているのだから、今更法的に書く必要はないということ

でそのままになっていますが、何等かの対応が必要であると思われます。

メモ 聴力検査の実施学年について （浅野尚先生 日本学校保健会会報 平成年月）

昭和年に保健体育審議会の答申が出され、心臓病や腎臓疾患、ぜんそくなどを考慮する。当時、こ

れらは話題になっていた病気で、これらを重点的に健診の中に取り入れるというのが保健体育審議会の

答申でした。この答申は学校保健を近代化へ脱皮させるという面もあったと思うのですが、その一方

で、われわれ耳鼻科校医にとっては大事件だったのです。というのは、この答申の翌年昭和年に、聴

力検査の対象学年を小学校年と年、中学・高校は年に縮小されたのです（文部省体育局長通達）。

振り返ってみますと、明治年に聴力検査が学校健診に導入された当時は尋常小学校は省略できること

になっていました。その後、大正年には小学校年以下は省略する、昭和年に小学校年以下は省

略すると、だんだんと聴力検査を実施する学年が増えていって、昭和年の学校保健法で全学年実施と

いうことになっていたのですが、この昭和年の答申で、一挙に削減されてしまったのです。そこで、

日本耳鼻咽喉科学会はすぐさま当時の文部省の体育局長と学校保健課長に、再検討を要望しました。そ

の結果、年後の昭和年に学校保健法施行規則の一部が再改正され、聴力検査の偶数学年の省略とい

うことで、年、年、年は行うことになったのです。ですから、この年の間に大きな逆戻りとま

た復活ということが起こったわけです。その後、平成年には囁語法が削除され、平成年には第学

年が追加されというようにだんだんと聴力検査の実施学年が増えていって、今は多分、全学年で行って

いる学校が多いのではないかと思います。
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) 小括

昨年の協議に引き続き、耳鼻咽喉科学校健診の在り方についてアンケート調査を行った。今年度は個々の

学校医がどのような認識を持って耳鼻咽喉科学校健診に従事しているか、また耳鼻咽喉科学校健診の必要

性・重要性を感じているか、更には耳鼻咽喉科学校医であることをどのように捉えているか等について調査

した。

アンケート回答数

耳鼻咽喉科学校医,人（昨年度,人）、健診医人（昨年度人）

約が学校健診歴年以上

約が～歳台

耳鼻咽喉科学校健診対象校および対象児童生徒数

遠方や僻地・離島の学校健診を現在担当している.

学年人以下の学校健診を現在担当している.

当該地域の耳鼻咽喉科学校医数にもよるが、地域によって時間的・体力的負担を抱えていることが伺え

る。

耳鼻咽喉科学校健診業務について

学校健診業務に「やりがい」を感じているか

「やりがい」を感じている.

若い世代と老年世代は、約半数が「やりがい」を感じていると回答した。

学校医としての意欲が盛んな若い世代と、長年の学校医業務で培った経験を反映した結果と思われる。

学校健診で「やりがい」を感じる時

「疾病の早期発見から治療に結びつけられた時」「耳鼻咽喉科疾患について理解が深められる時」「児童

生徒と直接関わりがもてる時」との回答が多い。

学校健診の事後措置が自身の思いどおりに遂行した結果として、児童生徒の健康保持増進・自己管理能

力の向上に繋がった時に「やりがい」を感じると推測される。
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耳鼻咽喉科学校健診の現状について

現在の耳鼻咽喉科学校健診の在り方に問題があるか

問題がある.

問題点として、「疾患（所見）名の判定基準」「学校健診で対象となる疾患（所見）名」「健診対象とな

る児童生徒数が多い」「月末までと定められた健診時期」などが挙げられた。

「健診対象となる児童生徒数が多い」「月末までと定められた健診時期」については、主に全員健診を

している地域および遠方や僻地・離島健診がある地域で問題視されている。

耳鼻咽喉科医不足により多数校を兼務している地域事情があり、その結果時間的・体力的負担が大きく

なることが背景にある。

重点的健康診断について

肯定的な意見

　健診の効率化.

　時間的・体力的負担の軽減.

　学校医不足・地域偏在に対応できる.

　健診精度が上がる.

否定的な意見

　有所見者の見逃し.

　平等な保健指導、事後措置ができない.

　学校保健安全法に背いている.

重点的健康診断の法的整合性
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全員健診をしている地域では重点健診への移行を検討する一方で、遠方や僻地・離島健診がある地域で

は重点健診を余儀なくされているのが現状である。

「重点健診」については、.が「法改正までは必要ない」としながらも、健診の効率化や時間的・

体力的負担の軽減、健診精度の向上などの理由から、肯定的な意見が多い結果であった。

耳鼻咽喉科学校健診の必要性について

必要である.

　気付いていない疾患を指摘できる.

　耳鼻咽喉科疾患は他科では指摘できない.

　児童生徒の健康保持増進が図れる.

必要ない.

　要治療の児童生徒は自ら受診する、または治療中である.

　学校健診で指摘されて困る疾患は少ない.

　短時間では十分な診察ができない.

耳鼻咽喉科学校医であることの必要性について

必要である.（健診医を除いた集計 n＝,）

　耳鼻咽喉科疾患の保健管理は他科ではできない.

　聴覚・音声言語等のコミュニケーションに関する役割を担うため

　専門性が高い.

必要ない.

　関与できる学校保健活動が少ない

　感染症が減少し、学校医としての役割が減った

　費やす時間に比べて、成果に乏しい.

　整形外科、精神科、婦人科等の方が学校医として重要.

今回のアンケート調査結果を踏まえ、日耳鼻・臨床耳鼻科医会で推奨している耳鼻咽喉科学校健診で対象

となる疾患（所見）名について、削除を検討した方がよい疾患（所見）名、さらに追加を検討した方がよい

疾患（所見）名に関する協議を行う。

また学校健診の目的と耳鼻咽喉科学校健診の専門性を再確認したうえで耳鼻咽喉科学校健診の必要性につ

いて協議し、学校健診に「やりがい」を見いだすために必要なことを探りたい。そして耳鼻咽喉科学校医と

して今後どのように関わっていくべきか、この点についても言及したい。

) アンケートの協議

◯疾患（所見）名について

■削除を検討した方がよい疾患（所見）名

（ア）アンケート結果

アデノイドの疑い .

鼻中隔わん曲症 .

扁桃炎 .

慢性鼻炎 .

扁桃肥大 .

（イ）日耳鼻「耳鼻咽喉科健康診断マニュアル」記載の病名とその判定基準の確認

アデノイドの疑い…前鼻鏡でアデノイドの一部を視診し得る場合、または咽頭後壁にその下端

を視診し得る場合以外は、健診時にアデノイドの肥大を確認することは困難なので、保健調査
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票による難聴、いびき、口呼吸等の訴えや、鼻声、特有な顔貌などから本症の疑われる場合は

アデノイドと診断して、事後措置による精密検査に委ねるものとする。

⇒視診に関係なく、保健調査票の結果から判定をすることが十分に理解されていない。

扁桃炎…他覚的に明らかに慢性炎症所見のあるもの。たとえば、膿栓や角化が認められたり、

扁桃が凹凸 不平で瘢痕状となり硬化した所見を呈するもの、前口蓋弓に著明な発赤を示すも

のなどに注意する。埋没性のあるものも見逃してはならない。保健調査票で習慣性扁桃炎、病

巣感染症の疑いのあるものもこの項に含める。

⇒扁桃の慢性炎症所見を学校健診で判定することが難しい。

扁桃肥大…扁桃肥大 扁桃炎を合併するものは便宜上扁桃炎とする。扁桃が度またはそれに

近い大きさで、構音や呼吸および嚥下に障害のあるものに限って、扁桃肥大と診断する。こ

の際扁桃の大きさの年齢的推移についても配慮する必要がある。扁桃肥大は鼻疾患、アデノ

イド等とともに、睡眠時無呼吸症候群の原因として注目されている。

⇒構音、呼吸、嚥下等の機能障害を学校健診で判定することは難しい。

鼻中隔わん曲症…低学年では本症の著しいものは少ないが、高学年に進むにしたがって増加す

る。本症はわん曲ばかりでなく、櫛や棘を含めての広い意味での鼻中隔奇形を対象とし、視診

による奇形度のみを重視せず、鼻呼吸障害および他の鼻疾患との関連において将来手術的に矯

正することが望ましいと思われるような場合に限って本項の診断を下すものとする。

⇒手術的矯正が必要かどうかを学校健診で判定することは難しい。

慢性鼻炎…いわゆる肥厚性鼻炎、萎縮性鼻炎はもとより、副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎の存在

が疑わしいものでも、確定し得ない程度のものは慢性鼻炎と診断する。なお鼻前庭に乾固せる

分泌物、痂皮などが充満し、深部を視診し得ない場合も本項に含めるのが適当であろう。

⇒保険病名として通常使われないために、マニュアルを知っていないと判定できないため、

学校健診を行っていない耳鼻咽喉科医には分かりにくい。

■追加を検討した方がよい疾患（所見）名

（ア）アンケート結果

睡眠時無呼吸症候群 人

（アンケートから）健診の現場でつけられない病名がある。睡眠時無呼吸症は事前に親か

らの問診でピックアップ

（アンケートから）睡眠時無呼吸もかなり見逃されており、積極的に関与すべき

外耳炎 人

鼻出血 人

（アンケートから）事前に行う健康調査票での児童生徒保護者からの回答に応えられてい

ないと感じることがある。特に鼻出血が気になるとの回答は非常に多

いが、鼻の診断名はアレルギー性鼻炎、副鼻腔炎、慢性鼻炎しか無い

ため答えになっていないと感じる。
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（イ）睡眠障害に関しては保健調査票をより一層活用する

日耳鼻「耳鼻咽喉科健康診断マニュアル」の睡眠障害に関する質問事項

保護者の調査事項

．よくいびきをかいている

．口をあいていることが多い

．睡眠中に短時間、呼吸が停止することがある

学級担任の調査事項

．授業中によく居眠りをする
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日本学校保健会「児童生徒等の健康診断マニュアル」の睡眠障害に関する質問記事項

 普段口を開けている

 いびきをかくことがある

（ウ）「睡眠時無呼吸症候群について」の参考資料の提供

平成年日耳鼻学校保健全国代表者会議研修会で報告された内容

（日本学校保健会 睡眠時無呼吸症候群調査研究委員会 委員長 工藤典代先生）

（エ）睡眠障害に関するまとめ

睡眠時無呼吸症候群等の睡眠障害は、現状ではアデノイドの疑い・扁桃肥大・鼻の疾患（所見）

名から事後措置として診療所における精密検査に委ねられている。今後耳鼻咽喉科学校医がより

積極的に関与すべき疾患とのアンケート意見があり、保健調査票を活用することにより判定が可

能であるか、さらに検討をする必要がある。
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耳鼻咽喉科学校健診は必要か

―  ―

◯耳鼻咽喉科学校健診は必要か

学校健診の目的と役割は、学校健診結果から児童生徒の健康状態を把握し、学校全体の健康課題を明らか

にすることにある。そして学校健診結果を通じて、適切な事後措置・保健指導を行い、健康教育の充実に役

立てることも重要となる。学校保健安全法によって就学時と定期の健康診断は義務付けられているが、施行

規則によれば、方法および技術的基準として「耳鼻咽頭疾患の有無は、耳疾患、鼻・副鼻腔疾患、口腔咽喉

頭疾患及び音声言語異常等に注意する」とのみ規定されており、「耳鼻咽喉頭疾患は耳鼻咽喉科医が検診す

る」とは言及されていない。

アンケート調査では.が「耳鼻咽喉科学校健診は必要である」と回答し、その理由として「気づいて

いない疾患を指摘できる」「耳鼻咽喉科疾患は他科では指摘できない」ことを挙げていた。耳鼻咽喉科学校

健診では聴覚・音声言語などコミュニケーションに関わる異常を発見することが大変重要であり、また高度

な専門的知識と技術を必要とするために、他科によって容易に代わりうるものではない。

その反面、「必要ない」理由として「要治療の児童生徒は、学校健診しなくても症状があれば自ら受診す

る、または既に治療中であることが多い」「短時間では十分な診察ができない」などの点を挙げていた。し

かしこの課題は保健調査票を活用することによって解決できる。「既に治療中であることが多い」との意見

に対し、治療中かどうかについては事前に保健調査票で確認できるようにしておけばよい。実際に日本学校

保健会発行「児童生徒等の健康診断マニュアル（平成年度改訂）」と日耳鼻学校保健委員会発行「耳鼻咽

喉科健康診断マニュアル（平成年）」には治療中であることをチェックする項目を設けている。学校健診

で所見があり、かつ現在治療中であった場合は、事後措置として通知する際に「このまま治療を継続してく

ださい」あるいは「所見があったことをかかりつけ医にお伝え下さい」などの文言を添えることを推奨する。

自己の健康状態を再確認させた結果として、児童生徒の自己管理能力向上にも繋がる。また「短時間では十

分な診察ができない」との意見に対しては、事前に保健調査票の内容を確認するだけではなく、日常の学校

生活で担任や養護教諭の「気付き」があれば可能な限りその情報を収集して学校健診に臨むのがよいだろう。

「耳鼻咽喉科健康診断マニュアル」では小学生用の保健調査票例として「学級担任記入用」の項目を設けて

いる。このように保健調査票を最大限に活用することで時間短縮も図れると同時にスクリーニングの精度も

上がる。
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小学生用（保護者、学級担任記入用)

下記の事項の中であてはまるものに◯印、または記号を記入してください

耳

鼻

咽

喉

科

調 査 事 項 年 年 年 年 年 年

家
族
や
自
分
で
気
付
い
て
い
る
こ
と

 呼んでも返事をしない、聞き返しが多い

 テレビの音量を大きくする

 中耳炎にたびたびかかったことがある

 乗り物に酔いやすい

 かぜをひいていないのに鼻がつまりやすい

 くしゃみや鼻水が出やすい

その時期がわかる人は記号を記入してください

イ 季節性 ロ 一年中

 鼻血をよく出す、出やすい

 よくいびきをかいている

 口をあけていることが多い

 睡眠中に短時間、呼吸が停止することがある

 のどをいためやすい

 声がかれている

 発音がおかしい

 現在治療している耳、鼻、のどの病気がある

該当する記号を記入してください

イ 耳 ロ 鼻 ハ のど

学
級
担
任
が
気
付
い
て
い
る
こ
と

 きこえが悪いようだ

 鼻をよくすすっている

 鼻血をよく出す

 発熱でよく欠席する

 声がかすれている

 発音がおかしい

 授業中によく居眠りをする

 ことばきこえの教室に通級している

（注） 小学校の場合に学級担任の項を設けたのは、学校現場における児童の状態を最もよく把握しているのは、学級

担任であるからである。

保健調査票例（小学生用)

＊日耳鼻学校保健委員会発行「耳鼻咽喉科健康診断マニュアル」より抜粋

―  ―

◯耳鼻咽喉科学校医としての「やりがい」を見いだすために

アンケート調査では.の耳鼻咽喉科学校医が「学校医であるべきである」と回答した。その理由とし

て「耳鼻咽喉科疾患の保健管理は他科ではできないため」「聴覚・音声言語などコミュニケーションに関わ

る役割を担うため」等を挙げていることから、耳鼻咽喉科専門医でなければできないことが多々あることは

十分自覚していると思われる。しかし学校健診でのスクリーニングに留まることなく、事後措置としての健

康相談・保健指導・健康教育などを行うことが重要であり、このような学校保健活動を主体的に行えるのは

「学校医」に限られる。
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学 校 医 健診医（検診医)

教育委員会より任命 管理校医の下、健診（検診）のみ委託

学校保健安全法に則り、準則に従う義務と責任、

積極的な学校保健活動の場を伴う
学校保健活動に関わる場はない

耳鼻咽喉科ならではの主体的貢献

学校保健年間計画への関与

定期健康診断

健康相談

学校保健委員会への参加

健康教育プログラムへの参加

学校保健に関する調査・研究

専門的助言・情報収集はすべて

管理校医を通じて行うことになる

健康教育への参加は別個手続きが必要

＊年月 日耳鼻学校保健全国代表者会議協議より抜粋

学校医と健診医（検診医）の差異

耳鼻咽喉科学校医であることは必要か

学校医の業務に「やりがい」を感じているか

＊年日本医師会学校保健委員会答申

「学校医活動のあり方」より引用

―  ―

表に示すとおり、学校医と健診医（検診医）では学校における立場がまったく異なる。「学校医」の場合

は学校保健安全法など準則に従う義務と責任を負うが、すべての学校保健活動に関わる権利があり、耳鼻咽

喉科学校医として主体的な貢献ができる。まずは自分自身が学校医であることを自覚したうえで積極的に学

校保健活動に貢献し、その結果から学校医としての「やりがい」を見いだしていくべきである。

年の日本医師会会長諮問「学校医活動のあり方～児童生徒等の健康支援の仕組みを含めて」について

検討した際、学校医に対するアンケート調査を実施している。その中で学校医としての「やりがい」につい

ての設問があり、耳鼻咽喉科学校医は.が「やりがいを感じている」と回答している。同アンケート調

査で眼科学校医の回答が.であったことを踏まえると、やりがいを感じている耳鼻咽喉科学校医は決し

て多いとは言えない。
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ここで、学校医としての「やりがい」を見いだすための条件について考えてみる。学校健診の結果から児

童生徒の健康状態を把握し、適切な事後措置・保健指導を行うことは学校医としての責務である。さらに学

校健診の結果を健康教育の充実のために活用し、役立てるようにすることが大切である。

事後措置の流れとしては、通知した児童生徒が専門医療機関を受診したかどうかの確認、そして診断と受

診後の治療経過が学校側と学校医に的確にフィードバックされなければならない。その結果をもとに、担当

校の児童生徒の耳鼻咽喉科疾病構造や疾病動態を探り、経時的にデータを蓄積しながら健康管理していくこ

とが求められる。

健康教育についても、児童生徒の自己管理能力を上げるべく、主体的・積極的に取り組んでいかなければ

ならない。

このように、学校医であることを十分に自覚したうえで、誇りと責任を持って学校医活動を行った結果、

「やりがい」を感じられるのではないだろうか。また今回の協議では触れていないが、学校医として主体的

かつ多岐に渡って学校保健活動を行った場合は、当然活動量に見合った報酬を受け取る権利がある。地域に

よって報酬額に差があることも事実だが、モチベーションを保つためにも重要な要素である。

) 質疑応答

〈質問〉 千葉県地方部会 前田 陽一郎

学校健診時に所見のないアレルギー性鼻炎の児童生徒、花粉症、十分に治療ができている児童生徒に対し

ては「アレルギー性鼻炎」という病名をつけるべきでしょうか。あるいは「異常なし」とすべきでしょうか。

〈応答〉 朝比奈 紀彦

事前に保健調査票をチェックしてアレルギー性鼻炎・花粉症であることを確認しても、学校健診時に所見

がない場合は「アレルギー性鼻炎」の疾患名で要治療の通知をする必要はない。ただし「異常なし」と通知

するのではなく「経過観察」として通知するか、あるいは次年度学校健診の参考とするために学校側の記録

として残すことを推奨する。また現在治療中であり、明らかに所見がある場合は「アレルギー性鼻炎」と通

知したうえで現在の治療を続ける旨を通知するのがよい。

足立 昌彦

学校生活に支障をきたし早期の治療が必要な場合に「疾患（所見）あり」と通知すると規定されているた

め、アレルギー性鼻炎診療ガイドラインの程度分類（+++）以上の所見がある場合に通知するのがよい。

〈質問〉 山梨県地方部会 渡部 一雄

学校健診は学校生活に支障があるかどうかという一点で行えばよいのではないかと思う。学校健診時の所

見が役立つこともあるが、実際には問診が一番であることもある。要は学校健診で診ないとわからないもの

はあるが、問診ではじき出せるものもあると思う。たとえば夜間の鼻閉がひどいと集中力が低下したり睡眠

障害などの問題が起こり、これは学校生活に支障がある可能性があり保健指導が必要となる。明快な基準で

物事を考えて学校健診に臨めば自ずと診断基準も決まってくるのではないかと思う。

耳垢について、鼓膜穿孔があるかどうかを確認することが最も重要であるため、鼓膜がみえない時は医療

機関を受診するように通知すべきだと思う。

扁桃肥大について、激しい炎症を起こした時のことを考慮して、度の扁桃肥大だけはチェックした方が

よいと思う。

〈応答〉 足立 昌彦

アレルギー性鼻炎については、一番ばらつきが大きい疾患（所見）名になっている。日常生活に困ってい

る児童生徒を拾い上げることが重要。耳垢栓塞については昨年度の協議で判定基準の留意事項について提言

し、「鼓膜が観察できない」を項目に追加する、あるいは耳垢栓塞を、で分けるという内容だったが、
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現行の方法を維持するとの回答も多かったことを念頭にいれて検討をする必要がある。

扁桃肥大については、現行の「耳鼻咽喉科健康診断マニュアル」では機能障害を伴うものに限ってと定義

されている。度の扁桃肥大は、アデノド増殖を伴う場合や睡眠時無呼吸症を合併している場合は病気が重

篤化しやすいこともあるため、マニュアル改訂時には検討する必要がある。

. 総括

) 疾患（所見）名の見直しについて

日耳鼻・臨床耳鼻科医会学校保健委員会は、機能的かつ効率的に耳鼻咽喉科学校健診を実施するためのバ

イブルとして、また耳鼻咽喉科学校健診の重要性を周知することを目的として「耳鼻咽喉科健康診断マニュ

アル」を年月に発行した。このマニュアルは日耳鼻 HP や日本学校保健会ポータルサイトに掲載し、

さらに各地方部会学校保健委員会を通じて全国の公立小・中学校に配布を依頼した結果、広く認知されるに

至っている。その後年が経過し、改めて耳鼻咽喉科学校健診の現状を把握して問題点を洗い出す時期に来

ている。

昨年度は判定基準と結果通知に個人差・地域差が大きい「アレルギー性鼻炎」と「耳垢栓塞」について協

議し、留意事項について提言した。これは「耳鼻咽喉科健康診断マニュアル」改訂に向けた貴重な資料とな

るが、今年度はマニュアル内で推奨している疾患（所見）名の見直しについて協議し、追加を検討した方が

よい疾患（所見）名として「睡眠時無呼吸症候群」「鼻出血」などが挙げられた。

ここで学校健診の本質について改めて確認する。

◯学校健診はスクリーニングであり確定診断する場ではない。

◯保健調査票の内容と学校健診の結果から、日常生活や学校生活を送るうえで支障があると判断した時に

「疑い」として児童生徒・保護者に通知する。

◯確定診断は事後措置に委ねることが前提となる。

学校健診の場では、「睡眠時無呼吸症候群」や「鼻出血」は疾患（所見）名というより症候と捉えた方が

よいと思われ、仮に疾患（所見）名に追加するのであれば、過度なスクリーニングにならないような判定基

準を設ける必要がある。疾患（所見）名の見直しについては今後慎重に検討していきたい。

) 耳鼻咽喉科学校健診の必要性

耳鼻咽喉頭領域の検診には高度な専門的知識と診療技術を必要とする。専門性に長けた医師が学校健診を

行うのが適当であるため、以前からわれわれ耳鼻咽喉科専門医が学校医の一角を担っている。学校健診で

は、特に児童生徒の学校生活・日常生活におけるコミュニケーションに関わる“聴覚”と“音声言語”の検

診を行うことが極めて重要であり、その結果から適切な事後措置を講じるとともに健康教育の充実に役立て

ていくことが耳鼻咽喉科専門医としての責務である。

アンケート調査結果では学校健診業務に「やりがい」を感じている医師は.に留まったが、健診オン

リーの姿勢では決して「やりがい」は見いだせない。適切な事後措置を講じることが求められるが、具体的

にはまず学校健診にて適切な判定基準に則って疾患（所見）名を児童生徒・保護者に適切に通知することか

ら始まる。その疾患（所見）名と専門医療機関受診の必要性について正しく理解させることができた時は

「やりがい」を感じる。そして受診後の確定診断や治療経過について報告を受け、その結果をもとに児童生

徒の健康管理および保健指導を行った時も「やりがい」を感じる。要するに、学校健診の事後措置が滞りな

く遂行された結果として、児童生徒の健康保持増進と自己健康管理能力の向上に繋がった時に「やりがい」

を見いだせるのではないだろうか。

耳鼻咽喉科学校健診は必要であると認識していても、離島や僻地などでは耳鼻咽喉科学校医未配置地域・

耳鼻咽喉科領域未健診地域も少なからず存在する。またマンパワー不足などの問題から、いわゆる重点的健

康診断を余儀なくされている地域も多い。

重点健診の地域では、健診対象外となった児童生徒への対応が重要となる。保健調査票の内容を十分に
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チェックしたうえで、個別の健康相談、保健指導や健康教育、集団での講話などで対応することが可能であ

る。令和年度の本会議において「重点的健康診断の在り方」について協議したが、重点健診を行う場合の

留意点について改めて周知する。

◯健診を行わない学年に十分対応しているか

保健調査票で症状がある者

学校側（養護教諭）が必要と判断した者

耳鼻咽喉科学校医が必要と判断した者

選別聴力検査で異常があった者

前年度の健診で異常があった者

児童生徒本人・保護者が健診を希望している者

◯最終的に健診を行わなかった児童生徒に対し、健康保持増進を損なわないための対応をしているか

個別保健指導・健康相談など

全体学校保健委員会での講話・保健だよりなど

◯所轄の教育委員会・医師会・耳鼻咽喉科医会・PTA で共通した認識のもと実施しているか

◯同じ地域の耳鼻咽喉科学校医間で、重点的健康診断に対する意見の相違はないか

) 耳鼻咽喉科学校医であることの重要性

現在に至るまで、耳鼻咽喉科専門医が学校医としての立場を維持してきた経緯を再確認し、コミュニケー

ションに関する健康管理など耳鼻咽喉科専門医でなければできないことがあるということを自覚することが

重要である。

耳鼻咽喉科学校医として尽力した結果が実を結び、児童生徒の健康保持増進につながった時は必ず「学校

医としてのやりがい」を感じるであろうし、また学校医としての活動を通じて児童生徒や保護者・養護教諭

などから感謝の言葉をかけてもらった時も同様に「やりがい」を感じることができるだろう。常に心がける

べきことは、「学校医ができること」「学校医でなければできないこと」をしっかりと理解し、学校健診のみ

ならず主体的に健康教育などの学校保健活動に関わっていく姿勢を示すことである。地域によって学校保健

事情は異なるが、今後も耳鼻咽喉科学校医としての自覚を持って活動していただきたい。
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ワークショップ

実技講習「音声言語検診法」の実際

. 音声検診レクチャー

. 言語検診レクチャー

. ワークショップ

) 静岡県の先生方による模擬演技（植田洋、植田宏、西脇宜子、足立昌彦）

) 会場参加者による実技講習

. 質疑応答

はじめに

耳鼻咽喉科はコミュニケーションの基本となる音声言語に関わる領域を専門分野としていますが、未だに

学校健診での音声言語検診実施率が低いことを踏まえ、「簡便」で「短時間」に行える言語検診法について

令和年度の日耳鼻・臨床耳鼻科医会学校保健全国代表者会議にて静岡県で行われている言語検診法の動画

を紹介しました。

しかし令和年度の会員に対するアンケート調査結果において、言語検診法の動画をみても、「実施が困

難であると感じた」先生の割合がにのぼりました。

そのような先生方の疑問や不安を解消する目的で、今年度の代表者会議において、音声言語検診法の実技

講習を行うことになりました。

参加者の先生方には、事前に下記の資料を送付いたしました。

. 絵図カード

. 就学時言語検診 マニュアル

. 判定用紙

. 静岡県の紹介先一覧

資料は、日耳鼻静岡県地方部会 HP から自由にダウンロードできますのでご活用ください。
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. 音声検診レクチャー

臨床耳鼻科医会学校保健委員会委員 大島 清史

音声検診について

. 小児の音声障害の特徴

就学前あるいは小学校低学年男児では声帯結節が好発する。ただ変声期を過ぎれば大部分は消失する。

声帯結節以外に喉頭横隔膜症、喉頭麻痺、乳頭腫等の場合もあるので注意を要する。小学校高学年、中学

、年では変声期があり、嗄声、喉頭異常感が起こる。大部分が自然消退するが、遷延性変声として治

療を要する場合もある。心因性失声などの機能的音声障害にも注意を要する。

. 検診の準備

検診結果の家庭への通知

養護教諭をはじめ学校側と通知方法に関してよく検討する必要がある。

事前の準備

事後措置が滞りなく行われるためには、言語検診と同様、事前の準備が必須である。検診、検診結果

の通知やその後の対応の中心になるのは養護教諭である。あらかじめ、検診の概要に関して理解を求

め、納得しておいてもらう。また、声に対する関心度は家庭により異なるので、事後措置の必要性につ

いての周知が、保護者のみならず担任教諭にも十分に行われていることが望ましい。

◯ 保護者の理解・反応

学校保健安全法で用いられている「音声言語異常」という単語に対する保護者の反応は様々である。

はじめから拒絶されてしまう場合もあるので、慎重に理解を求める。

◯ 担任教諭の理解

検診結果の通知は通常担任教諭を介して行われるが、担任教諭の判断で通知が行われないことも起こ

りうるので、担任の理解も必要となる。

養護教諭、保護者、担任教諭に共通の理解を求めるのには学校保健委員会が大変重要な場となる。必

ず出席し、十分に活用するように努めたい。

. 事後措置

児童は検診結果を持ち、まず耳鼻咽喉科診療所を受診することになる。低学年の学童の対応は容易では

ないと思われるが、経過から必要と思われる場合には、ファイバー等を用い十分な対応をする。また、地

域の耳鼻咽喉科医は相互の連携を図り、同様の対応ができる体制を整える必要がある。

. まとめ

小児の音声障害は自然治癒するものもあるが、注意を要する器質的病変や、機能的音声障害もある。

養護教諭、保護者、担任教諭に共通の理解を求めるには学校保健委員会が大変重要な場となる。必ず

出席し、十分に活用するよう努めたい。

地域の耳鼻咽喉科医は連携し、事後措置として同様の対応ができる体制とすることが望ましい。
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. 言語検診レクチャー

静岡県地方部会 植田 宏

言語検診について

昨年度の同会議にても、静岡県で行っている『静岡県就学時言語検診法』について案内をさせていただい

たが、アンケートによるとの都道府県で「導入は困難そう」との結果が得られた。今回はそのハードル

を下げ、導入する都道府県が多くなれば、とお時間をいただいた。

まずは静岡県で行っている言語検診法について簡単に紹介した。現在の方法は年前に導入したが、静岡

県では学校医からの苦情は全くなく導入している先生は増えている。この方法は、言語検診を行わない理由

をつ考え、その不安材料をなくすことを第一に考えた。◯言語検診の方法がわからない。◯時間や手間が

かかる。◯短時間での診断に不安がある。◯外来受診時に担当医に迷惑をかけてしまう。これらつであ

る。これらを解消するために新たな方法をつ導入した。◯統一された方法にしてマニュアルを作成。◯言

語検診用絵図カードを作成し配布。◯言語検診判定用紙。◯紹介先一覧、である。それぞれの使用方法を簡

単に説明し、実際の方法を動画で供覧した。これらにより安心して導入できると理解していただければ幸い

である。更なる不安は、言語異常を実際に見つけられるかどうかであり、これが大きなハードルとなってい

ると思われる。そこで、構音障害を中心に実際の健診時の言語異常児童の動画を提示した。比較的簡単に見

つけられる、置換・省略・転置にまず慣れていただくために、繰り返し異常発音をリピートし供覧した。さ

らに側音化構音は、小学年生までに見つけられれば治る可能性も高く、見逃したくない言語障害であり、

診断には注意を要するので、その特徴を説明しこれに関しても動画にて詳しく示した。

導入も比較的容易で、診断も慣れればたやすいことを、各都道府県での導入を代表の先生方にご理解して

いただいた後に、我々が実際に静岡県で行っている言語検診の方法をデモンストレーションさせていただい

た。その後お集りの先生に人一組になっていただき、実際に言語検診を先生役と生徒役を交互に実演して

いただいた。実際に体験していただき、導入に対する不安が少しでも少なくなり、導入する都道府県が多く

なれば幸いである。
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. ワークショップ

. 近くの先生と人又は人でペアを作ってください

. まず先生役と生徒役を決めてください

. 先生役は、絵図カードを首にさげて、判定用紙と鉛筆を準備してください

. ワークショップに入ります

◯ 先生役 「お名前は」

生徒役 「品川 太郎です」

～～年齢と誕生日の質問は任意です～～～～～～～

先生役 「年は何歳」

生徒役 「歳です」

先生役 「誕生日は何月何日」

生徒役 「月日です」

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

（耳、鼻、のどの視診は省略）

◯ 先生役 絵図カード表面の一番右の絵図を指さして「これは何ですか」

生徒役 次のどれかを答える 「キリン（正常）」・「キイン」・「チリン」・/キ/or/リ/の側音化

先生役 右から番目の絵図を指さして「これは」

生徒役 次のどれかを答える 「ゾウ（正常）」・「ドウ」・「ドー」・「ジョウ」

先生役 右から番目を指さして「これは」

生徒役 次のどれかを答える 「ハサミ（正常）」・「ハタミ」・「ハシャミ」

先生役 一番左を指さして「これは」

生徒役 次のどれかを答える 「テレビ（正常）」「テエビ」・「テベイ」・「テビレ」・「パソコン」

◯ 言語障害の疑いがあると判断した場合は、判定用紙に児童の名前を書き聞こえた構音に〇をつける。

◯ 一回で判断が困難な場合は、複数回発音してもらう又は裏面で確認する。

◯ キリン…ツミキ、ツキ キリン…リンゴ・コイノボリ

◯ ゾウ …ジテンシャ・ミズ

◯ ハサミ…スイカ

◯ テレビ…ジテンシャ テレビ…リンゴ・コイノボリ

（実際に絵図カードの裏面を使うのは、少人数の学校健診時と事後措置が主です）

※テレビをパソコンと言い間違えた時は、先生役が「テ・レ・ビ」と発音して復唱させる
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. 質疑応答

〈質問〉 山梨県地方部会 渡部 一雄

学校保健委員がこの言語検診を普及する上で最も負担が重いのは地域の紹介先リストの作成です。全国の

紹介先が先にあれば、今後普及が進むように思うのですが。

〈応答〉 足立 昌彦

日耳鼻・臨床耳鼻科医会学校保健委員会では各都道府県の紹介先は把握しておりません。紹介先リスト

は、各都道府県にある「言語聴覚士協会」と「ことばの教室の協会」に問い合わせて作成していただきたい。

静岡県では毎年「静岡県言語聴覚士協会」と「静岡県ことばの教室の協会」に照会して、紹介先リストを更

新しております。

【追加発言】
絵図版作成の経緯について

徳島県地方部会 宇高 二良

日本学校保健会センター事業として音声言語障害に関する調査研究委員会（委員長新美成二先生）が組

織され、年月に冊子「声と話しことばの健康」が発行されました。この冊子は全国の小学校に配布さ

れ、音声言語へ関心が注がれるようになりました。この冊子の中で、学校健診で音声言語検診を行う手順と

して「キリン」「ゾウ」「テレビ」「ハサミ」の絵カードを使うことが記されています。同年に日耳鼻学校保

健委員会は「学校保健での音声言語障害の検診法」を発行しましたが、年に改訂版を発行する際、この

種の絵図版を踏襲して載せることになりました。

「キリン」「ゾウ」「ハサミ」は、カ行、サ行、イ列の側音化がわかりやすい代表的なものであり、「テレビ」

に関してはテビレになる転置がよく見つかります。確認用の種の絵図版ですが、当院の ST と相談して抽

出し、それに見合う絵をネット上のフリー素材から探し出したものと記憶しています。

この絵図版が今後も適当であり続けるかはわかりませんが、現状ではこれである程度カバーできるのでは

ないかと考えています。
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研 修 会

難聴児の聴覚補償と難聴児教育について

九州大学大学院 医学研究院 耳鼻咽喉科学分野 中川 尚志

小児の難聴の課題は世代で異なり、医療機関だけでは解決が不可能であり、行政を含めた多職種が連携し

ないと成立しない。一方、療育機関や教育機関が関わることができる時期も限られており、医師は子どもた

ちに新生児期より社会人になるまで関わることができる唯一の職種である。耳鼻咽喉科医が感音難聴のこど

もさんを診る時に難聴に対する補聴器や人工内耳など聴覚補償の対応のみに目を払うだけでは不十分であ

る。こどもたちの聴力だけでなく、全人的に診る知識は必要である。もちろん医師としてできることは限ら

れているが、アドバイスをだせることや可能な限りの支援することも大切な役割である。各ライフステージ

における医師の関わりについて、図に示した。

年に提案された国際障害分類（ICIDH）は障害者が受ける社会的不利益は障害によるものであると

考えられ、社会環境や障害者の心的苦痛が配慮されていない、自立を最終目的とした支援を主とした個人モ

デルだった。補装具を用いて障害を克服し、一般社会と一体化することをインテグレーションと呼んだ。医

療分野ではこの考えが根強くのこっているため、医療モデルとも言われている。年に WHO で採択さ

れた「共生の社会を作る」との概念が国際生活機能分類（ICF）である。ICF では過ごしにくい社会がある

から障害者は不利を強いられると社会に原因を求めた社会モデルである。ICF に難聴を当てはめると、聞こ

えにくいことが言語力とコミュニケーション能力への影響し、就労など社会活動を阻害する。これらには福

祉制度の整備などの環境因子や本人自身の特性など個人因子が背景因子に当たる（図）。就学期において

は学校環境や難聴に配慮した教育が背景因子として大切となる。
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本研修会では上記の考え方に基づいて AMED 研究でおこなった「聴覚障害者の社会参加を促進するため

の手法に関する研究」について報告する。就学期に大切なことは、セルフアドボカシー技術を身につけるこ

とである。セルフアドボカシーとは障害のある当事者が、必要なサポートを獲得するために自分で周囲と交

渉、同意に至る技術である。本研究で提唱した難聴児のバディシステムを通し、学校生活でセルフアドボカ

シーを身につける。その結果、聞こえにくいことが劣ったことでないことを理解し、常に自信をもって対応

できることを体験し、自尊心を育む。「治す」だけが医療でないことを理解していただければ、幸いである。
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令和年度日耳鼻・日本臨床耳鼻科医会学校保健全国代表者会議ならびに

学校保健研修会のアンケート集計

今回出席された先生方からご回答いただいたアンケート結果は以下の通りです。

ご協力ありがとうございました。

アンケート回答者数 名 以下（ ）内は人数

. 日程について

土曜日午後のみが良い .（ 名）

日曜日午前のみが良い .（ ）

日曜日午後のみがよい .（）

日曜日午前午後（日）がよい .（ ）

. 開催形式について、どのような形式が参加しやすいですか

Web のみ . ()

現地開催のみ . ()

Web と現地開催のハイブリッド方式 . ()

. 協議（今後の耳鼻咽喉科学校健診の在り方について Part）の内容について

良い .（）

普通 .（）

悪い .（）

. 協議の内容についての評価（良い、普通、悪い）の理由をお聞かせください。

重点健診について丁寧に検討させていて良かった。（）

アンケート結果がうまくまとめられていた。（）

問題点がはっきりして、充実した内容。

音声言語検診に役立つ内容だった。

学校健診の在り方については社会情勢の変化にうまくあわせていく様に検討するのは重要。

現実に即した詳細な内容だった。

統計が取られていて皆さんの考えがわかりました学校医としてのやりがいが見いだせた。

少しずつ議論がすすんでいるのがわかった。

沢山の意見があるのがわかった。

そこまで深く議論できていない。

. ワークショップ（「音声言語検診法」の実際）について

良い .（）

普通 .（）

悪い （）
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. ワークショップについての評価（良い、普通、悪い）の理由をお聞かせください。

実際の状況が良くわかった。（）

医師が生徒役というのはやはりちょっと無理があったかと思います。実施方法は良く分かりました。

構音障害がつあり、子供役の先生がどれを行うか迷ったのではないかと思います。側音化構音に決め打ちしても良

かったように思います。

自分でも出来そうです。

音声言語検診の講義を受けるのは今回が初めてだが、理解しやすく参考になった。昨年の聴講で感動したのですが、

実践できずにおりました。今回聴かせていただきうれしく思いました。本当にありがとうございます。

以前、静岡県就学時言語検診法を見せて頂き、自院での診察に役立てていた。私は歳なので就学時健診への導入に

はまだ逡巡しているが、少しでも前に進もうという気になった。実際行うかどうかは別にして、具体的で非常によく

まとまっており、わかりやすかった。

以前拝見したが再度聞いて理解が深まった。

植田宏です。喋った本人ですが、いい試みをしていただけたな、と思っております。問題は昨日少しでもやる気に

なった代表者（各都道府県の委員長）の気持ちが冷めないうちに、実行に移させられるか、ですね。出来ましたら、

ここ数日以内に、各都道府県の委員長に・貴都道府県で開始する意向がありますか あるのなら、今回に限り

（笑）、「絵図カード」を日耳鼻で学校の人数分用意するので、学校医の人数を教えてください。とアンケートを取る

といいと思います。無料で日耳鼻が作ってくれるのなら、みんな開始する意向がある、に〇をすると思いますし、大

量の絵図カードが届いたら、邪魔ですので、各校医に学校健診をしましょうという手紙をつけて会員に送ると思いま

すし。日耳鼻の皆様にはお手数おかけいたしますが…。

比較的シンプルなやり方で、分かりやすかったです。

来年の健診に活かしていきたいです。

実技指導がうまくいっていなかった。シミュレーションしましたか

実践的な内容であり、理解しやすかった。

取組むきっかけになりそう。

非常に現実的な対応であるから。

非常に参考になります。

. 研修会（難聴児の聴覚補償と難聴児教育について）について

良い .（）

普通 .（）

悪い （）

. 研修会についての評価（良い、普通、悪い）の理由をお聞かせください。

いろいろなコミュニケーションの方法を提示しつつも尊重し合う問い事を耳鼻咽喉科医が学ぶことは良いことだと思

う。

人工内耳で解決かと甘い考えに自己反省した。

全く知らない分野といってもいいほど疎い分野の講演だったので全部勉強になりました。WEB で聴講していると、

スライドが見やすいこともあり、時間集中して講演をみることが出来ました。

難聴児を取り巻く環境、またサポート体制について、勉強になりました。

実体験など聞かせていただけて良かったと思います。

就学期の難聴児への耳鼻咽喉科の役割が明示され、勉強になった。

日本ろうあ協会との共存共生との姿勢がわかり安心した。

学校や聾唖団体との関係性の構築など勉強になりました。

ろうあに対する認識が深まった。

難聴児やろうあ者の視点をよく説明してくれていたから。
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療育や養育及び環境と個人因子が大切なことは理解出来た。しかし内容が広範囲でポイントがわかりづらい。

内容が濃密で役立つ。

非常にわかりやすい。

内容が難しかった。

開業医には縁が薄い内容だった。

当会議につき妥当なテーマでした。

今までの知見から自分の考えがすすんだ。

自分の専門外の内容でためになった。

静岡県でもしゃべれる難聴児に手話、はかなり問題になっております。そのため、手話＝いい物ではないとの認識に

なりがちですが、中川先生のように俯瞰した見方で、手話が必要な人もいるのだから、否定せずにうまく共生出来る

世の中になるといいと思います。

組織的な連携が大切で、共生の重要性が理解出来た。

. 全体の感想

大変有意義であった .（）

有意義であった .（）

あまり有意義ではなかった .（）

. 来年度の協議への希望がありましたら記載してください。

学校健診マニュアルの改訂。

診断基準について。

協議事項をどう日耳鼻や文科省に反映させていくのか、展望について進めてもらいたいです。

言語検診静岡システムの最も優れているところは、紹介先一覧に、病院と療育施設の両方が掲載されている点だと思

います。療育施設（ことばの教室）が殆ど無い県ではどのように対応したら良いのか、工夫している県があれば教え

ていただきたいです。

疾患の判定基準の最新版、要治療かお知らせにするかなどの判定基準を作成して頂けると助かります。会員に配れま

す。

ヘッドホン等による聴力・難聴への影響、現状、対策、啓発について。

このまま進めて欲しい。

新型コロナの影響や健診結果ややり方の困難さ。

来年は学校健診のあり方 part 、をまとめ、ある程度決定した形のものを提示して欲しい。

現実的にどのように対応していくか意見を集約させていただきたい。

引き続き健診について改善のための協議をしてほしい。

. 来年度の研修会の希望がありましたら記載してください。

潜水による耳への影響に詳しい先生に講演をしてほしい。学校健診の目的の一つは学童が水泳ができるかどうかをみ

ることなので。

そろそろコロナの後遺症の児童・生徒も出てくる頃かと思うので、どのような対応が良いか、お話があれば希望しま

す。

自立神経調節障害について。

難聴。

食物アレルギー。

静岡県では難聴児のインクルーシブ教育に力を入れております。聞けて喋れるのに聾学校、という現状が静岡県だけ

でなく日本中でおきております。それを見直して、できるだけ通常学級に進むようにインクルーシブを勧めておりま

す。そのため、就学支援委員会への関与や、通常学級の受け入れ体制、聾学校の今後の在り方、等について、多職種
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で毎月検討会を開催し、だいぶ進んでまいりました。更に、より多くの難聴児がインクルーシブできるように

才の療育にも今後力を入れていくつもりです。その結果、通常学級に在籍する難聴児が増えますので、学校医の役割

がかなり大きくなると考え、そのためのシステムも構築しようとしております。このような内容を勉強したいと思っ

ております。

いつも適切な話題をありがとうございます。

. 本会議ならびに研修会に対して、その他ご意見がありましたら記載してください。

とても有意義な会であった。担当してくれた朝比奈先生をはじめ関係者の先生方に感謝します。

いつもご尽力いただきありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。

研修会を開催してください

来年は現地開催が出来れば良いですね

顔が見える会議が望ましいとは思うが、移動や時間的なことを考えるとハイブリッドのほうがよい。

各都道府県でも令和年度に学校保健委員会が複数回行われたと推測します。そこで問題になっている点や協議して

いる点が何か、アンケートを取るといいと思います。静岡県の言語検診もインクルーシブの問題も、学校保健委員会

で話題に出たのがきっかけで始まっております。各都道府県でもいろいろな内容の協議が行われていると思いますの

で、令和年度の学校保健委員会で協議の次第をありのまま教えてもらうと問題点や協議すべき点が見えてくるので

はないかと思っております。

ご挨拶される方々には申し訳ありませんが、さらに短時間で済ませていただき会議や研修に時間が使えるようにする

と宜しいかと思います。

スライドの配布資料が切れていました。医会に報告するのに、資料をデータで頂ければありがたいです。

このくらいの時間設定がありがたい。

以前年に、「子供の構音障害」という DVD が出ていたが、今回の絵図カードに合わせた構音障害の音声、ビデオ

を作成して欲しい。予め、異常な構音を頭に入れておかないと、聞き取れないと思いました。

協議でまとまった意見を実際に反映する方向で動いていけると良い。



編 集 後 記

今回の代表者会議は初のハイブリッド開催となりました。現地には約名の

参加者がありましたが、今後の方向としましては日曜の午後、半日での開催で

あることから、この形式が最も多くの参加者が得られるのではと考えています。

年にわたり「耳鼻咽喉科学校健診の在り方について」について協議いたし

ましたが、各地方部会学校保健委員長以外の先生からもアンケート調査結果を

得られたことにより、より本音に近い意見を伺うことができました。今後の学

校健診を、いかにやりがいを持って意義のあるものにできるかについて、掘り

下げることができたのではと考えております。

初めての試みであったワークショップは、現地参加いただいた皆様には概ね

好評でしたが、やはり WEB ではそのわかりやすさを十分に伝えきれていな

かったようで、今後の検討課題かと考えております。

研修会での中川尚志先生のお話は、聴覚補償のみでは、難聴児の真の療育に

は不十分であるという深淵なテーマで、今後の難聴児療育に関する重要な示唆

をいただきました。自尊心、自己肯定感の醸成、セルフアドボガシースキルの

獲得等、医師のみならず耳鼻咽喉科学校保健に関わる全ての人が理解しておく

べき内容であったかと思います。

当委員会では今後も検討すべき課題をタイムリーに捉えて協議し、皆様の学

校保健活動に資する情報提供を行なっていきたいと考えております。更なるご

協力とご指導をお願いしたいと存じます。 （記載 坂）
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